
2022年11月14日
原子力エネルギー協議会

【コメント回答状況リスト】　緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合
No. 回答状況 コメント内容 コメント受領日 回答内容 資料等への

記載箇所
回答日又は
回答予定日 回答結果

1 2:回答予定 PWRの検討の際は先行ベントについて議論となったため、別途説明
のこと。

2022/6/21
(第8回)

説明資料「BWRの炉心損傷前ベントに係るEAL(SE43)
の見直し要否について」参照 資料● 第9回又は

第10回会合

2 2:回答予定 東海第二と柏崎刈羽6/7の3プラントの検討対象での包絡性を説明
すること。

2022/6/21
(第8回)

BWR特重施設の設置許可を取得しているのは，東海第
二と柏崎刈羽6/7号の3プラントのみとなることから，これらの
プラントで検討を行った。他のプラントについても特重の申請
内容を踏まえて各社で確認し，現時点では説明の包絡性
があることを確認している。
なお，個別のプラントでは他のプラントとは大きく異なる設備
構成となっているものもあるので，この場合については，本会
合とは別に個社単位でご相談させていただきたい。

（全資料共通） 第9回会合

3 2:回答予定 自主対策設備のEAL見直しに係る取扱い等について整理し説明す
ること。

2022/6/21
(第8回)

「緊急時活動レベル（EAL）の見直しの進め方について」の
資料の中で，本検討には自主対策設備も含むことを記載
している。また，炉心損傷防止等の事故対応に必要な性
能（容量，揚程）を有する特重施設等については，判断
設備に追加することとしており，自主対策設備のため，耐
震性等が無いという理由でのスクリーニングはしないことを記
載している。

資料●
P1 1.検討方針(2)
P3 別紙③(b)

第9回会合

1 1
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資料1 

2022年10月28日 

原 子 力 エ ネ ル ギ ー 協 議 会 

東 北 電 力 株 式 会 社 

東京電力ホールディングス株式会社 

中 部 電 力 株 式 会 社 

北 陸 電 力 株 式 会 社 

中 国 電 力 株 式 会 社 

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

 

緊急時活動レベル（EAL）の見直しの進め方について 

 

令和2年度第35回原子力規制委員会（2020年10月28日）において，原子力災害対策指針が

改正され，PWRの特定重大事故等対処施設（以下，「特重施設」という）等に関するEALの見直

しが行われた。この検討の過程で，「第6回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」

（2020年6月29日）において，BWRプラントについても基本的な考え方をベースとして検討を進

めることを説明している。 

 

１．検討方針 

(1) EALの判断基準は，住民への防護措置や原子力防災の関係機関等の活動レベルに係

る重要なものであり，判断のタイミングが適切でなければ社会的な影響が大きいことから，

特重施設のプラントの安全対策の状況，敷地外への影響の有無，状況の速やかな収束

の可否を踏まえて設定すべきものである。 

(2) PWRにおいては，これまでに(1)の観点での検討を踏まえてEALの見直しが行われており，

BWRにおいても，その際の検討プロセス及び決定された基本的な考え方（参考１及び参

考２）を踏襲して見直しを行う。 

 なお，PWRでの検討と同様に，特重施設だけでなく，重大事故等対処施設や事業者が

自主で整備している自主対策設備についても，原子力災害対策指針及び原子力事業者

防災業務計画の見直しにより反映できるものが無いか改めて検討する。（以下，特重施

設，重大事故等対処施設及び自主対策設備を総称して「特重施設等」といい，本検討の

範疇とする。） 

 (3) 検討に際して，判断設備の反映や手順に関する基本的な考え方の取りまとめを原子力エ

ネルギー協議会（ATENA）が行い，個別の検討結果については，設置変更許可審査等

での議論を踏まえ，各社にて整理する。 

 

２．検討プロセス 

(1) 特重施設の設置変更許可の処分がされている日本原子力発電・東海第二及び東京電

力・柏崎刈羽6,7号炉を検討対象プラントとして， その他BWRプラントについても検討に
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加わり，これまで特重EAL見直しを検討してきたPWR事業者も検討に参画し，PWRとの横

並びを図りつつ進めていく。 

(2) 原子力規制庁の「緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」にて公開で議論

が行われることを前提に検討及び資料作成を行う。 

(3) PWRでの検討の際に使用した資料を共有し，効率的かつ効果的に検討が進められるよう

にする。 

(4) 原子力規制庁と連携して，短期間で議論が収束できるよう，協力的に資料作成を行う。 

 

３．考慮する事項 

(1) 基本的考え方はPWRを踏襲するものの，そこから導かれる結論がPWRとは異なる場合は，

その相違点について丁寧に説明していく。 

(2) BWRの中でもプラントによって特重施設等の設備に差異があることから，EALの判断基準

に特重施設等を機能ベースで追加する場合は，追加できる条件についても明示していく。

（判断基準に明示する例：「××設備（○○の能力を有する特重施設等を含む）が使用で

きない場合」） 

 

以 上 
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別紙 

特重施設等のEAL判断設備の反映に関する基本的な考え方 

 

① 現状のEAL判断基準をパラメータベース※1と機能ベース※2に分類し，そのうちの機能ベース

の判断基準を抽出 

② 上記①で抽出されたものに対して，設備の機能喪失に至ったとしても，特重施設等を使用

することにより当該設備に期待される機能喪失を一時的又は安定的に回避できるものを抽

出 

③ 上記②で抽出されたものに対して，以下の条件を踏まえ，特重施設等を考慮した場合の効

果を確認するため，特重施設等の性能及び想定される手順等からイベントツリーを作成し，

EALへの反映要否を検討 

(a) 検討シナリオは重大事故等対策の有効性評価における重要事故シーケンスをベースと

して厳しい事象（事象進展が早い事象）を対象とする。 

(b) 炉心損傷（原子炉停止時においては，炉心露出とする。以下，同じ。）防止等の事故対

応に必要な性能（容量，揚程）を有する特重施設等については，判断設備に追加する。

（事故時点において使用可能性を判断することから，耐震性等の観点からスクリーニング

はしない。） 

(c) 但し，SA時の体制を前提として有効性評価のシナリオにおける炉心損傷又はEAL判断

時間までに準備が間に合わない設備は，即応性の観点から判断設備として考慮しない。 

(d) 検討シナリオにおいて，特重施設等を用いることで，炉心損傷に至るまでの時間的猶予

を確保することが可能であり，その間に水や燃料の補給による継続運転や，可搬型設備

の追加準備等により炉心損傷の回避が期待できる設備は，EAL判断に考慮する。補足参照 

 

※1 パラメータベースとは，あるパラメータが基準値に達したときにEALを判断するもの。特重

施設等の使用により，基準値に到達しない又は基準値に到達する時間に余裕を持たせられ

るケースが想定されるが，特重施設等の設置に伴って基準値自体を見直す必要はない。 

※2 機能ベースとは，設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備（SA設備）の機能の喪

失又はそのおそれにより判断するもの。特重施設等の設置に伴って判断基準の見直しを検

討する必要がある。 

 

注）一重下線部は,「第6回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」（2020年6月29

日）資料3からの変更箇所｡文章をわかりやすく加筆修正したもので,意味合いに変更は無い｡ 

 波線下線部は，PWRでは発現しなかったケースがBWR側で明確化したものである。次ペー

ジの補足参照。 
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補足 基本的考え方③(d)「検討シナリオにおいて，特重施設等を用いることで，炉心損傷に至

るまでの時間的猶予を確保することが可能であり，その間に水や燃料の補給による継続運

転や，可搬型設備の追加準備等により炉心損傷の回避が期待できる設備は，EAL判断に

考慮する」について 

第6回会合で事業者側が提示した基本的考え方③(d)は，「検討シナリオにおいて，炉心

損傷は防止できないが，炉心損傷を遅延させることで故障した設備の復旧等を行う時間的

猶予を確保することが可能である設備は，EAL判断に考慮する。」と記載していた。しかし，

PWRのEAL24「給水機能の喪失」及びEAL29「停止中の原子炉冷却機能の喪失」におい

て，特重施設等により炉心損傷を数時間程度遅延させることが可能であるが，住民への防

護措置の観点からEALの判断時間を数時間程度遅らせることにあまり意味がないとの意見

が出された。このため，第7回会合では，数時間程度の一時的な遅延しかできない設備は

EALの判断基準には反映しないことを説明している。（参考1及び参考2参照） 

一方，BWRのEAL22「給水機能の喪失」においては，特重施設等により，数日オーダーで

炉心損傷を遅延させることが可能である。数日オーダーであれば，その間に水や燃料の補

給によりさらに炉心損傷までの猶予時間を延長できるものであり，それ以外の可搬型設備の

追加準備等により炉心損傷が回避できる可能性もある。このため，炉心損傷までの猶予時

間が比較的確保できるものについては，特重施設等を期待する前に全面緊急事態(GE)を

判断するのではなく，特重施設等が機能しないことが判明した時点でGEを判断することで

良いものと考える。 

なお，数時間程度の遅延はEAL判断に考慮せず，数日オーダーで余裕を持たせられる

ものであれば考慮するとの結果の差異を踏まえて，どの程度の時間が延長できれば，EAL

の判断基準に考慮するのかという疑問が生じるが，この判断基準の時間を一律で決めること

は困難である。このため，基本的な考え方③(d)で示した考え方に照らして，当該事業所の

特重施設等の設備状況を踏まえて，原子力事業者防災業務計画で明確にしていく。 
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（参考１） 

 

「第6回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」（2020年6月29日）で示された

PWRでの「特重施設等のEAL判断設備の反映に関する基本的な考え方」 

 

① 現状のEAL判断基準のうち，機能ベース※を抽出 

② 上記①で抽出されたものに対して，設備の機能喪失に至ったとしても，特重施設等を使用

することにより当該設備に期待される機能喪失を一時的又は安定的に回避できるものを抽

出 

③ 上記②で抽出されたものに対して，以下の条件を踏まえ，特重施設等を考慮した場合の効

果を確認するため，特重施設等の性能及び想定される手順等からイベントツリーを作成し，

EALへの反映要否を検討 

(a) 検討シナリオはSA有効性評価における重要事故シーケンスをベースとして厳しい事象

（事象進展が早い事象）を対象とする。 

(b) 事故対応に必要な性能（容量，揚程）を有する設備については，判断設備に追加する。

（耐震性等は考慮しない。） 

(c) 但し，SA時の体制を前提として有効性評価のシナリオにおける炉心損傷（原子炉停止

時においては，炉心露出とする。），又はEAL判断時間までに準備が間に合わない設備

は，即応性の観点から判断設備として考慮しない。 

(d) 検討シナリオにおいて，炉心損傷は防止できないが，炉心損傷を遅延させることで故障

した設備の復旧等を行う時間的猶予を確保することが可能である設備は，EAL判断に考

慮する。 

 

※ 設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備（SA設備）の機能の喪失又はそのおそれ

により判断するもの 

 

出典：「第6回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」（2020年6月29日）資料3より 

  

6



6 

（参考2） 

「第7回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」（2020年９月１日）で示された 

PWRでの「EAL判断基準への反映に関する基本的考え方及び検討結果」 

 

１ 前提条件 

第5回会合での議論を踏まえ，これまでの前提条件である「炉心の損傷の兆候の検知又は

炉心の損傷の検知」を全面緊急事態と判断する考え方については変更しない。 

 

２ 一定時間GE発出を遅らせること（一時的な遅延）に対する検討 

(1) 第6回会合での特重施設等による一時的な遅延に対する意見 

 特重施設等により数時間程度GEを遅延させることが可能であり，その間に設備の復旧が

完了した場合，結果的に不必要なGE発出を防ぐことが可能。 

 住民への防護措置の観点からは，EALの判断が数時間程度遅らせることにあまり意味が

ない。 

 特重施設等が機能している数時間程度で，プラントの状態が大きく改善する蓋然性をど

のように評価するのか。 

 設備ベースにおけるEAL判断を故障等により使用不可となった時点ではなく，残り使用

可能時間を考慮して先行して判断するというのは新しい考え方となり，慎重な検討が必要

である。 

 設備復旧を前提とすると，状況によっては復旧自体が見込めないという可能性もあり，そ

の場合にはいたずらに住民避難の判断を遅らせただけとなることから，慎重な検討が必

要である。 

 

(2) 第6回会合での意見を踏まえた一時的な遅延に対する検討 

特重施設等による一時的な遅延（EAL24及びEAL29）については，以下の検討から，EAL

判断基準へ反映しないこととする。 

ａ．一時的な遅延を考慮したことによる炉心損傷回避の実効性 

① 当該EALに寄与する特重施設（炉心注水（特重）のためのポンプ）は，注水できる時間が

限定的であり，当該機能のみで恒久的に炉心損傷を防げるものではない。 

② 特重施設等による一時的な遅延により，即応性の観点でEAL判断設備から除外してい

る設備が準備でき，事故進展を回避できる可能性も考えられるが，自然災害等による設

備影響等には不確定要素が多く，DB設備及びSA設備の故障が重畳するような状況下で

特重施設等のみが一定時間使用可能な状態において，即応性の観点で除外していた

設備が確実に準備できることの成立性を予め担保することはできない。 

③ また，一時的な遅延により，機能喪失した設備の復旧も期待できるが，設備の損傷状況

や，発災時における設備復旧のための体制確保等には不確定要素が多く，上記同様，

DB設備及びSA設備の故障が重畳するような状況下で，機能喪失した設備が確実に復

旧できることの成立性を予め担保することはできない。 
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ｂ．GE判断基準の考え方との整合性 

① 現状のGEの判断基準の考え方は，「炉心の損傷の兆候の検知又は炉心の損傷の検

知」としている。 

② 特重施設は格納容器の破損による放射性物質の異常な水準の放出を抑制することが

目的の施設であって炉心注水に成功した場合であっても，DB設備の復旧等が期待でき

ない場合はいずれ注水が終了し，炉心損傷に至ることから，上述①の「炉心の損傷の兆

候の検知」に該当すると考えており，現状のGEの判断基準にも合致するものと考える。 

③ 同様のEAL判断基準の考え方として，次の事例があり，従来の考え方に基づくものであ

る。 

GE21：最も厳しい大LOCAに対して炉心損傷を回避できる性能を持つ設備のみをEAL判

断に考慮してGEを発信することとしている。一方，大LOCAに対して，炉心損傷を

回避できる性能が不足する設備については，その設備による注水が行われていた

としても，いずれ炉心損傷に至る可能性が高いことから，EAL判断には考慮せずに

GEを発信することとしている。 

 

ｃ．一時的な遅延を考慮することによる住民防護上の影響 

① 上記ａ．により特重施設等のみによる炉心注水は当該機能のみで恒久的に炉心損傷を

防げるものではないこと，また，機能喪失した設備の復旧等の蓋然性の判断はできないこ

とを踏まえると，EALの判断基準としては一時的な遅延に期待し，結果的にGEの発信が

遅れるようなケースは避けるべきであり，早期にGEを発信して住民避難に係る時間的な

裕度が確保される方が望ましいと考える。 

② なお，GEを発信して，仮に機能喪失した設備が復旧し炉心損傷が回避できるような場合

は，直ちにその旨連絡するが，結果的にPAZ内一般住民の避難やUPZ内住民の屋内退

避を早期に開始してしまい，本来避けることができたはずの無用なリスクを生むおそれが

考えられる。そのような影響に関しては，特重施設等を考慮したEALの議論だけで解決

できるものではなく，防護措置の在り方と合わせ今後の課題として引き続き慎重な議論が

必要であると考える。 

 

出典：「第7回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」(2020年９月1日)資料1-1より 
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資料2
BWR特重施設等のEAL判断設備の反映に関する基本的な考え方

基本的な考え方
① ② ③ (a) (b) (ｃ) (d)

現状のEAL判断基準をパラ
メータベースと機能ベースに
分類し，そのうちの機能ベー
スの判断基準を抽出

※抽出したものに○

①で抽出されたものに対して，
設備の機能喪失に至ったとし
ても，特重施設等を使用する
ことにより当該設備に期待さ
れる機能喪失を一時的又は安
定的に回避できるものを抽出

※抽出したものに○

②で抽出されたものに対して，
(a)～(d)の条件を踏まえ，特重
施設等を考慮した場合の効果
を確認するため，特重施設等
の性能及び想定される手順等
からイベントツリーを作成し，
EALへの反映要否を検討

※(a)～(d)の条件に該当する
場合は○

検討シナリオは重大事故等対
処設備の有効性評価における
重要事故シーケンスをベース
として厳しい事象（事象進展が
早い事象）を対象とする。

炉心損傷（原子炉停止時にお
いては，炉心露出とする。以
下，同じ。）防止等の事故対応
に必要な性能（容量，揚程）を
有する特重施設等について
は，判断設備に追加する。（事
故時点において使用可能性を
判断することから，耐震性等
の観点からスクリーニングはし
ない。）

但し，SA時の体制を前提とし
て有効性評価のシナリオにお
ける炉心損傷又はEAL判断時
間までに準備が間に合わない
設備は，即応性の観点から判
断設備として考慮しない。

※炉心損傷までに準備が間に
合う設備は○

検討シナリオにおいて，特重
施設等を用いることで，炉心
損傷に至るまでの時間的猶予
を確保することが可能であり，
その間に水や燃料の補給によ
る継続運転や，可搬型設備の
追加準備等により炉心損傷の
回避が期待できる設備は，
EAL判断に考慮する。

※特重施設等により炉心損傷
回避可能，若しくは炉心損傷
までに故障した設備の復旧等
を行う時間が確保できれば○

EAL01 ×
EAL02 ×
EAL03 ×
EAL04 ×
EAL05 ×
EAL06 ×

EAL11 ○ ○
AL：×
GE：○

全ATWS想定

・緊急時制御室からの操作に
より原子炉の停止が可能（特
重自主）
・ARIの代替であり即応性は高
いが，緊急時制御室へ操作の
指示を行うタイムロスが発生

AL：×
GE：○

○

EAL21 ○ ○ × LOCA注水機能喪失想定
・大LCOAでは，特重施設等で
は必要な容量及び即応性が
得られない

× ×

EAL22 ○ ○ ○ TQUV想定

・緊急時制御室からの操作に
より原子炉への注水が可能
・TQUVシナリオにおいて炉心
損傷を回避可能

○

○
(緊急時制御室からの操作に
より原子炉への注水は数日間
継続可能であり，その間に（水
及び）燃料の補給が可能）

EAL23 ×

EAL25 ○ ○ ○ 長期TB想定

・特重設備のみで炉心損傷を
回避可能であるため，特重非
常用電源をプラント側非常用
交流母線へ供給することはシ
チュエーションとして想定しづ
らい。
・特重施設の交流母線を非常
用交流母線に含める方針とし
たい

○

○
(特重非常用電源は数日間運
転継続可能であり，その間に
（水及び）燃料の補給が可能）

EAL27 ○ ○ ○
常設代替直流電源設備喪失
想定

・DB設備の直流電源設備が
喪失した場合でも，3系統目の
所内常設直流電源設備等に
より24時間以上給電を継続す
ることが可能

○ ○

EAL28 ×
EAL29 ×
EAL30 ×
EAL31 ×
EAL41 ×
EAL42 ×

EAL43

×
（格納容器圧力逃がし装置の
機能維持状態とEAL判断基準
は無関係のため機能ベースで

はない）

EAL51 ○ ○ ○
TQUV想定
SFP漏洩（想定事故２）
停止時LOCA想定

・緊急時制御室からの操作に
より原子炉の停止が可能
・緊急時制御室からの操作に
より冷温停止状態の維持が可
能
・TQUVシナリオにおいて炉心
損傷を回避可能

○ ○

EAL52 ○ ○ ○
特重施設以外の通信機能喪
失

・所内通信については，中央
制御室と緊急時対策所の連
絡が行えることが要件となる。
・その際，緊急時制御室経由
での連絡も許容される（PWRで
の検討結果より）

－
(炉心損傷に直結しない)

－
(炉心損傷に直結しない)

EAL53 ○ ○ ○ 安全機能の喪失

・本表(d)欄において，特重施
設等をEAL判断に考慮可能と
して「○」とした常設設備につ
いては，そのうちの常設設備
については，「重要区域」及び
「安全上重要な構築物，系統
又は機器」に位置付ける必要
がある。

－
(他のEAL項目の結論に応じ
て，特重施設等についても「重
要区域」及び「安全上重要な
構築物，系統又は機器」位置

付ける)

－
(他のEAL項目の結論に応じ
て，特重施設等についても「重
要区域」及び「安全上重要な
構築物，系統又は機器」位置

付ける)

EAL55 ×
地震 ×
津波 ×

設計基準
超外部事
象

×

NRA
警戒本部
設置

×

XSE61 ×
XGE61 ×
XSE62 ×
XGE62 ×

【凡例】 ：EALへの反映可と整理したもｋの

EAL

1
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資料 3 

 
特重施設等のEAL検討結果取りまとめ表 

 

EAL番号 EAL略称 
PWR BWR 

結果が異なる理由 
高浜3,4の例 柏崎刈羽6,7 東海第二 

止
め
る 

11 
全ての原子炉
停止操作の失

敗 
変更無し 

GEの「全ての停止
操作」に特重施設
(自主を含む)も含

まれると解釈 

GEの「全ての停止
操作」に特重施設
(自主を含む)も含

まれると解釈 

＜PWR＞ 
・ECRから原子炉停止操作機能はない。 
＜BWR＞ 
・基本的考え方に則って判断すれば，特重施
設（自主）も含むこととなる。 

・ただし，PWRに合わせてBWR側も変更しな
いこととしても結果的に変わりはない。 

冷
や
す 

21 
原子炉冷却材
漏えい時におけ
る注水不能 

変更無し 変更無し 変更無し － 

22(BWR) 
24(PWR) 

原子炉注水機
能の喪失 

変更無し 
GEにSA設備，特
重施設の注水ポン

プを追加 

GEにSA設備，特
重施設の注水ポン

プを追加 

＜PWR＞ 
・特重施設による注水継続時間内に炉心損傷
を回避するための有効な手段（設備復旧の
担保）がないことからEALの判断基準を変更
していない。 

＜BWR＞ 
・注水継続時間が長く，その間に補給等が可
能であるため，EAL判断基準に追加。 

23(BWR) 

残留熱除去機
能喪失後の圧
力制御機能喪

失 

－ 変更無し 変更無し 

＜BWR＞ 
・特重施設等により除熱しても，パラメータベー
スでGE回避不可のため，EAL判断基準に追
加しない 

25 
非常用交流高
圧母線の喪失 

(1) 非 常 交 流 母
線に特重母線を
含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(2) 非 常 用 交 流
母線に接続する電
源に特重電源を
含めるか？ 
⇒含める。 

(1) 非 常 交 流 母
線に特重母線を
含めるか？ 
⇒含める。 
 
(2) 非 常 用 交 流
母線に接続する電
源に特重電源を
含めるか？ 
⇒含める（手順と
してレアケース）。 

(1) 非 常 交 流 母
線に特重母線を
含めるか？ 
⇒含める。 
 
(2) 非 常 用 交 流
母線に接続する電
源に特重電源を
含めるか？ 
⇒含める（手順と
してレアケース）。 

＜PWR＞ 
(1)特重母線に繋がる負荷（特重施設）単
体では、炉心損傷を回避できないため、非常
用交流母線の全喪失の判断に特重母線は
追加しない。 

(2)特重電源は、非常用交流高圧母線（DB
設備・SA設備に供給）へ接続可能であり、
かつ特重電源の容量は、SA設備を用いた炉
心損傷回避に必要な電力を満足（＝SA有
効性評価の最大負荷容量）できることから、
DG（DB電源）、空冷DG（SA電源）と同
様にEAL判断で考慮する。 

＜BWR＞ 
・特重電源から特重施設への給電で炉心損傷
回避可能であるため，特重の高圧母線を非
常用交流高圧母線に含めることが可能。 

・PWRのEALの変更内容をBWR側も合わせる
ことは可能 
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EAL番号 EAL略称 
PWR BWR 

結果が異なる理由 
高浜3,4の例 柏崎刈羽6,7 東海第二 

27 
全直流電源の

喪失 

(1) 非 常 直 流 母
線に特重直流母
線を含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(2) 非 常 用 直 流
母線に接続する電
源に特重蓄電池
を含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(3) 非 常 用 直 流
母線に接続する電
源に蓄電池（3系
統 目 ） を 含 め る
か？ 
⇒含める。 

(1) 非 常 直 流 母
線に特重直流母
線を含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(2) 非 常 用 直 流
母線に接続する電
源に特重蓄電池
を含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(3) 非 常 用 直 流
母線に接続する電
源に蓄電池（3系
統 目 ） を 含 め る
か？ 
⇒現状では含めら
れないが，非常用
直流母線を経由
しなくてもSA設備
の 蓄 電 池 に よ り
RCIC又 は HPAC
を起動できる場合
はGE27に該当し
ないと整理できな
いか 

(1) 非 常 直 流 母
線に特重直流母
線を含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(2) 非 常 用 直 流
母線に接続する電
源に特重蓄電池
を含めるか？ 
⇒含めない。 
 
(3) 非 常 用 直 流
母線に接続する電
源に蓄電池（3系
統 目 ） を 含 め る
か？ 
⇒含める。 

＜PWR＞ 
・SA設備の蓄電池（3系統目）を事業者解
釈でEALに追加。 

＜柏崎刈羽6,7＞ 
・蓄電池（A-2,AM及び3系統目）はDB設
備の非常用直流母線には供給できる構成に
なっていないがRCIC又はHPACの直流負荷
に供給できるようになっている。 

・特重施設の直流母線は1つの母線だけで必
要な特重施設の機能を確保できないことか
ら，EAL判断基準には含めない。 

＜東海第二＞ 
・DB設備の非常用直流母線にも供給できる構
成となっているSA設備の蓄電池（3系統
目）を事業者解釈でEALに追加。 

・特重施設の直流母線及びSAの直流母線
は，DB設備の直流母線が有する機能を全て
満たすことはできないため非常用EAL判断基
準には含めない。 

（注水ポンプの起動や監視・制御は可能である
ため，必要な機能の考え方次第では非常用
直流母線の対象に含める整理も考えられ
る。） 

29 
停止中の原子
炉冷却機能の

喪失 
変更無し 変更無し 変更無し 

＜PWR＞ 
・特重施設による注水継続時間内に炉心損傷
を回避するための有効な手段（設備復旧の
担保）がないことからEALの判断基準を変更
していない。 

＜柏崎刈羽6,7＞ 
・有効性評価では復水補給水系により原子炉
水位が回復する結果となっているが，本EAL
の発生状況が有効性評価の前提条件とは異
なるため，EAL判断基準を変更しないこととす
る。 

＜東海第二＞ 
・柏崎刈羽6,7と同じ整理 
・有効性評価ではSA設備の低圧代替注水系
（常設）でも原子炉水位が回復可能である
ことを示している。 

 30 
使用済燃料貯
蔵槽の冷却機

能喪失 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

- 
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EAL番号 EAL略称 
PWR BWR 

結果が異なる理由 
高浜3,4の例 柏崎刈羽6,7 東海第二 

 31 
使用済燃料貯
蔵槽の冷却機

能喪失 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

- 

閉
じ
込
め
る 

41 
格納容器圧力
の異常上昇 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

- 

42 
障壁の喪失又
は喪失の可能

性 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

パラメータベースの
ため変更なし 

- 

43 
原子炉格納容
器圧力逃し装

置の使用 

通報規則の「炉心
損傷防止のため」

を削除 
 

変更無し 変更無し 

＜PWR＞ 
・特重ベントは炉心損傷防止のためではないとし
て通報規則等の見直しを実施した。 

＜BWR＞ 
・現在のEALの基準の文章で問題が無いことか
ら変更不要 

そ
の
他
脅
威 

51 

原子炉制御室
他の一部の機
能喪失・警報

喪失 

追加無し GEに追加 GEに追加 

＜PWR＞ 
・EAL24と同じ理由でEALに含めていない 
＜BWR＞ 
・緊急時制御室は原子炉停止及び冷温停止
が可能な設備であることから，GEに含めること
ができる。 

52 
所内外通信連
絡機能の喪失 

AL,SEに追加 AL,SEに追加 AL,SEに追加 - 

53 
火災・溢水によ
る安全機能の

喪失 
追加無し AL,SEに追加 AL,SEに追加 

＜BWR＞ 
・BWRは特重施設により炉心損傷回避可能の
ため，特重施設が「安全機器等」に該当する
と解釈し，リストに追記する。 

 

12



－ 1 － 

資料4 
2022年10月28日 

原子力エネルギー協議会 
 

BWRの炉心損傷前ベントに係るEAL(SE43)の見直し要否について（案） 
 

１．経緯 
 PWRの特重EALの議論において，PWRでは特重施設で初めて格納容器圧力逃がし装置が設置されたことから，
炉心損傷前ベントに係るEAL(SE43)の基準の記載について，「緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会
合」（以下，「EAL見直し会合」という）の中で議論があり，基準の記載について見直しが行われた。具体的な変更
内容は次のとおりである。 
 
＜原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説＞ 
２．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が炉規法

第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在し
ない場合を除く。） 

変更後 変更前 
（２）原災法第１０条に基づく通報の判断基準、 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 
（２）原災法第１０条に基づく通報の判断基準、 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 
⑪＜原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用＞ 
（指針等） 

炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉
格納容器圧力逃がし装置を使用すること。 
 
（解説） 

原子炉格納容器の圧力を低下させることにより、原子
炉格納容器の破損及び炉心の損傷を防止することに成
功することが想定されるが、原子炉格納容器圧力逃がし
装置を使用するという事象の重大性に鑑み、施設敷地
緊急事態の判断基準とする。 

⑪＜原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用＞ 
（指針等） 

炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損
傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を
使用すること。 
 
（解説） 

原子炉格納容器の圧力を低下させることにより、炉心
の損傷を防止することに成功することが想定されるが、原
子炉格納容器圧力逃がし装置を使用するという事象の
重大性に鑑み、施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

 
BWRのSE43については，現状PWRの変更前の記載となっている。 
PWRがSE43の基準の記載を見直した理由は次のとおりである。 
・重大事故等対処設備では格納容器圧力逃がし装置は設置を求められていなかったため，原子力事業者防災
業務計画の事業者解釈において「該当設備なし」としていたが，特重施設で初めてフィルタベントが設置され，
SE43を判断するための設備となった。 

・PWRのフィルタベントは原子炉格納容器の過圧破損防止を目的としたものであり，基本的には炉心損傷防止を
目的としたものではない。 

・PWRの炉心損傷前ベントは格納容器先行破損のシーケンスであれば想定されるが，その場合においても主目的
は原子炉格納容器の破損防止である。 
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PWRのSE43の基準の見直しにあたり，EAL見直し会合の中で次のような意見が出されている。（役職名は会合
当時） 

 
○渡邉安全規制調整官 

（略）ちょっと1点だけノーティスしておきたいのが、SEの43でBWRの指針を見ると、格納容器圧力逃がし装置
を使ってアーリーベントをするということが書いてあるんですけど、一部の事業者さんは耐圧強化ベントを使ったりとか、
そういうようなことというのもあるので、BWRについても、もう一度精査をしていただいて、それで検討が始まるときには
適切に議論ができるように準備を進めておいていただければありがたいと思っています。（2020.9.1 第7回EAL見
直し会合） 

 
○小城技術研究調査官 

（略）PWRの際は先行ベントの話について少し議論になったと思うので、その点も踏まえて議論させていただけ
ればと思います。これはコメントになります。（2022.6.21 第8回EAL見直し会合） 

 
２．BWRにおける検討 
（１）炉心損傷前ベントの目的 

炉心冷却には成功するものの，崩壊熱除去機能が喪失している場合は，原子炉冷却材温度の上昇により
発生する蒸気が逃がし安全弁により原子炉格納容器に放出され，格納容器圧力が上昇することから，緩和措
置がとられない場合には，炉心損傷より先に原子炉格納容器が破損することとなる。これに伴って炉心冷却機
能を喪失する場合には，原子炉水位の低下により炉心が露出し，炉心損傷に至ることとなる。 

このため，炉心損傷前ベントの目的として，「炉心の損傷を防止するために」とEALの基準に記載されているこ
とは間違いではない。 

 
（２）耐圧強化ベント系について 

耐圧強化ベント系及びこれと同等の機能を有する設備※については，BWRのサイトによって扱いが異なっている
が，フィルタベントのバックアップとして使用することとしているサイトが存在する。このため，耐圧強化ベント系及びこ
れと同等の機能を有する設備※による炉心損傷前ベントもSE43に該当することを明確にするため，EALの基準の
「原子炉格納容器圧力逃がし装置」に「（耐圧強化ベント系及びこれと同等の機能を有する設備※を含む）」と
追記する変更案が考えられる。 
※：重大事故等対処設備及び原子力事業者が自主的に設けているものであって，耐圧強化ベント系と同程度

の能力を有する設備をいう。 
 

３．結論 
 BWRのSE43の基準及び解説について，PWRに合わせて見直す必要はない。 
 なお，PWRと横並びを図って見直すことも可能である。 
 また，BWRの場合は，「原子炉格納容器圧力逃がし装置」に「耐圧強化ベント系等」が含まれることを明示する変
更案が考えられる。 
 

以 上 
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資料 5 

原子力エネルギー協議会，東京電力ホールディングス（株），日本原子力発電（株） 

  特重施設等のＥＡＬ反映に伴う原子力事業者防災業務計画の変更概要（BWR） 

 
 

ＥＡＬ１１ 原子炉停止機能の異常 
 ＡＬ１１ ＳＥ１１ ＧＥ１１ 

原

災

指

針

等 

＜原子炉停止機能の異常＞ 

原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され，その状態が一定時間継続された場合

において，当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと，又は原子炉の非常停止が必要な場合において，原子

炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認することができな

いこと。 

 ＜原子炉停止機能の異常＞ 

原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止することができないこ

と，又は停止したことを確認することができないこと。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され，その状態が一定時間継続された状態

においては，原子炉停止信号をリセットする場合があり，追加で一部の原子炉停止信号が発信されたとしても，原子炉停止に

至らない可能性があることから，警戒事態の判断基準とする。 

また，事象の進展によっては，上記の状態を経ずに原子炉の非常停止失敗という事象に至る可能性があるため，原子炉制

御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないときは，早期に関係者の体制を構築する必要があるこ

とから併せて警戒事態の判断基準とする。 

一定時間については，各原子力事業者がそれぞれの原子炉施設の特性に応じて設定するものである。 

「原子炉の運転中」には，停止操作後の冷温停止に至るまでの状態を含む（以下この表において同じ。）。 

「原子炉の非常停止が必要な場合」とは，原子炉で異常な過渡変化等が発生し，原子炉施設の状態を示す事項（パラメー

タ）が原子炉スクラム設定値に達した場合をいう（以下この表において同じ。）。 

「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認すること

ができないこと」とは，自動スクラム，手動スクラム及び原子炉制御室からの全制御棒の挿入操作ができないこと，又はその

状態が確認できないことをいう。 

 上記の場合，原子炉の冷却はなされているものの，原子炉の非常停止失敗という事象の重大性に鑑み，

全面緊急事態の判断基準とする。 

「全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを確認することができな

いこと」とは，自動スクラム，手動スクラムその他の方法による制御棒の挿入による停止操作並びにＡＴＷＳ

緩和設備（原子炉の非常停止が失敗した場合に原子炉を未臨界にするための設備をいう。以下同じ。）及

びほう酸水注入設備による停止操作によっても，原子炉内の中性子束が一定値以下にならないこと，又は

その状態が確認できないことをいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈 

（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)「原子炉の運転中」とは原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」をいう。 

(2)「原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され」とは，試験，保守作業等意図的な場合を除き，片系の

みで原子炉自動スクラム警報が発信した場合をいう。 

(3)「一定時間」とは，1 時間をいう。 

(4)「発信された原因を特定できない」とは原子炉がスクラムすべき状況になっているかどうか確定できない状況をいう。 

 なお，次の場合は警戒事象の対象外とする。 

 ・一定時間内に手動スクラムを実施又はＬＣＯ逸脱を宣言し原子炉停止操作を開始した場合 

 ・全制御棒全挿入の場合 

(5)「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認すること

ができないこと」とは，自動スクラム，手動スクラム，手動代替制御棒挿入，原子炉モードスイッチ「停止」による全制御棒挿

入操作に失敗し，未挿入制御棒が 1～5 号機においては 1 本以下，6 号及び 7 号機においてはペア 1 組以下であることが

確認できない状態をいう。 

 (1)「全ての停止操作」とは，次の全ての制御棒挿入操作及びほう酸水注入系の操作をいう。 

【1～5 号機】 

①自動スクラム 

②手動スクラム 

③手動代替制御棒挿入 

④原子炉モードスイッチ「停止」 

⑤シングルロッドスクラム 

⑥制御棒手動挿入 

⑦スクラムパイロット弁ヒューズ引抜 

⑧スクラムパイロット弁制御空気ブロー 

【6 号及び 7 号機】 

①自動スクラム 

②手動スクラム 

③手動代替制御棒挿入 

④原子炉モードスイッチ「停止」 

⑤制御棒電動挿入 

⑥ペアロッドスクラム 

⑦原子炉緊急停止系電源断 

(2)「原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを確認することができないこと」とは，未挿入制

御棒が 1～5 号機においては 1 本以下，6 号及び 7 号機においてはペア 1 組以下であることが確認でき

ず，かつ，中性子束が定格出力の 0.1%未満であることが確認できない状態をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈

（
東
海
第
二
） 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」である場合をいう。 

・「原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され」とは，試験，保守作業等意図的な場合を除き，片系のみ

で原子炉スクラム警報が発信した場合をいう。 

・「一定時間」とは，1 時間をいう。 

・「発信された原因を特定できないこと」とは原子炉がスクラムすべき状況になっているかどうか確定できない状況をいう。 

・以下の場合は警戒事象の対象外とする。 

① 一定時間内に手動スクラムを実施又は LCO 逸脱を宣言し原子炉停止操作を開始した場合 

② 全制御棒全挿入の場合 

・「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認すること

ができないこと」とは，自動スクラム，手動スクラム，手動代替制御棒挿入，原子炉モードスイッチ「停止」による全制御棒挿入

操作に失敗し，未挿入制御棒が１本以下であることが確認できない状態をいう。 

 ・「全ての停止操作」とは，以下の全ての制御棒挿入操作（ＡＴＷＳ緩和設備による制御棒挿入含む。）及び

ほう酸水注入系の操作をいう。 

①自動スクラム           ⑤シングルロッドスクラム 

②手動スクラム           ⑥制御棒手動挿入 

③手動代替制御棒挿入      ⑦スクラムパイロット弁ヒューズ引抜 

④原子炉モードスイッチ「停止」 ⑧スクラムパイロット弁制御空気ブロー 

 

・「原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを確認することができないこと」とは，未挿入制

御棒が１本以下であることを確認できず，かつ中性子束が定格出力の 0.1%未満であることが確認できな

い状態をいう。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，

解
説 

見

直

し

要
否 

GE11 原災指針等の「全ての停止操作」には「制御棒緊急挿入（特重自主対策設備）による制御棒緊急挿入」も含まれていると解釈できるので，原災指針，EAL 解説の見直しの必要は無い。 

防

災

業

務

計

画

変

更

の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

 

 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・事業者解釈に，「自動スクラム，手動スクラムその他の方法による制御棒の挿入による停止操作」として緊

急時制御室からの操作による緊急制御棒挿入を追加する。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 
  

具体的な変更概要案については，特重施設に係る保安規定が未申請で
あることから保安規定等の記載が定まったタイミングで作成する。 
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ＥＡＬ２１ 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい） 
 ＡＬ２１ ＳＥ２１ ＧＥ２１ 

原
災
指
針
等 

＜原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）＞ 
原子炉の運転中に保安規定（炉規法第４３条の３の２４に規定す

る保安規定をいう。以下同じ。）で定められた数値を超える原子炉
冷却材の漏えいが起こり，定められた時間内に定められた措置を
実施できないこと，又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の
作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。 

＜原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）＞ 
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却

材の漏えいが発生した場合において，非常用炉心冷却装置及び原子炉隔
離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常
用炉心冷却装置等」という。）のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水する
もののいずれかによる注水が直ちにできないこと。 

＜原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）＞ 
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生し

た場合において，全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

非常用炉心冷却装置（以下この表において「ＥＣＣＳ」という。）の
作動を必要とするものではないが，原子炉冷却材の漏えいという
事象に鑑み，警戒事態の判断基準とする。保安規定で定める措置
の完了時間内に保安規定で定められた措置を完了できない場合
を対象とする。 

また，事象の進展によっては，上記の措置を行っている間に施設
敷地緊急事態を判断するＥＡＬに至る可能性があるため，ＥＣＣＳ
の作動を必要とする漏えいが発生する場合についても併せて警戒
事態の判断基準とする。 

上記の場合は，原子炉冷却機能の喪失に至るおそれがあるため，施設敷
地緊急事態の判断基準とする。 

「非常用炉心冷却装置等」とは，ＥＣＣＳ及び原子炉隔離時冷却系に係る
装置（以下この表においてこれらを「ＤＢ設備」という。）のほか，重大事故等
の防止のための設備（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造
及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第５号）第
２条第２項第１４号に規定する重大事故等対処設備及び原子力事業者が自
主的に設けているもの（以下この表においてこれらを「ＳＡ設備」という。））で
あって，ＤＢ設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）を有する設備をいう
（以下この表において同じ。）。 

「注水が直ちにできない」とは，非常用炉心冷却装置等のうち即応性を有
する設備による注水ができないことをいい，当該即応性とは，条件を満たし
た場合（ＥＣＣＳの作動失敗等）に自動起動し，又は原子炉制御室や現場で
の簡単な操作により速やかに起動できることであり，現場で系統構成等の工
事を要する場合は含まない（以下この表において同じ。）。 

当該原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されないことにより，炉心の損傷に至る可能性
が高くなることから，全面緊急事態の判断基準とする。 

「全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと」とは，ＤＢ設備若しくはＳＡ設
備のポンプが起動しないこと又はこれらの装置に係る注入弁が開とならないことのほか，高圧の
状態から低圧のＤＢ設備及びＳＡ設備による注水のために必要な運転操作ができないこと等をい
う（以下この表において同じ。）。 

なお，１系統以上のＤＢ設備やＳＡ設備により原子炉への注水がなされる場合には，炉心の冷
却が可能であることから，全面緊急事態には該当しないこととなる。 

（注）高圧注水系及び低圧注水系は，施設のタイプにより以下のように分類される。 
 ABWR BWR-5 BWR-2～4 
高圧注水系 高圧炉心注水系 

原子炉隔離時冷却系 
高圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却系 

高圧注水系 
原子炉隔離時冷却系 

低圧注水系 低圧注水系 低圧注水系 低圧注水系 
（ＢＷＲ－４のみ）

 低圧炉心スプレイ系 炉心スプレイ系 
 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)「原子炉の運転中」とは原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及
び「高温停止」をいう。 

(2)「保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが
起こり」とは，保安規定の（原子炉格納容器内の原子炉冷却材
漏えい率）の運転上の制限を超える漏えい率が確認され，保安
規定で定める完了時間内に保安規定で定める措置を完了でき
ない場合をいう。 

(3)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏
えい」とは，原子炉格納容器内外において原子炉冷却材の漏え
いと判断した場合若しくは現場で漏えいを発見した場合におい
て，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却系（原子炉隔
離時冷却系を含む。）の作動設定値に達した場合又は原子炉水
位を維持するために手動により非常用炉心冷却系を作動させた
場合をいう。 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高
温停止」をいう。 

(2)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，
原子炉格納容器内外において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合若し
くは現場で漏えいを発見した場合において，原子炉水位の低下等により，
非常用炉心冷却系の作動設定値に達した場合又は原子炉水位を維持す
るために手動により非常用炉心冷却系を作動させた場合をいう。 

(3)「非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれ
らと同等の機能を有する設備」には，設計基準事故対処設備である非常
用炉心冷却系に加え，同設備に求められる能力と同程度の能力（吐出圧
力及び容量）並びに即応性を有する設備として，以下の設備をいう。 

 高圧系：高圧炉心スプレイ系（1～5 号機），高圧炉心注水系（6 号及び 7 号
機），原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系 

 低圧系：低圧炉心スプレイ系（1～5 号機），低圧注水系 
(4)「非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するも

ののいずれかによる注水が直ちにできない」とは，非常用炉心冷却装置
等のうち全ての高圧系又は全ての低圧系の機能が喪失した場合をいう。
機能が喪失とは，ポンプが起動しないこと，又は注入弁が「開」しないこと
等により，原子炉への注水がされていることを確認できない状態をいう。 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」をいう。 
(2)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉格納容器内

外において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合若しくは現場で漏えいを発見した場合におい
て，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却系の作動設定値に達した場合又は原子炉水
位を維持するために手動により非常用炉心冷却系を作動させた場合をいう。 

(3)「全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと」とは，次に示す非常用炉心
冷却装置等のポンプが起動しないこと，又は，注入弁が「開」しないこと等により，非常用炉心
冷却装置等による原子炉への注水がなされていることを確認できない状態をいう。 

【1～5 号機】 
①高圧炉心スプレイ系，②低圧炉心スプレイ系，③低圧注水系，④原子炉隔離時冷却系 
【6 号及び 7 号機】 
①高圧炉心注水系，②低圧注水系，③原子炉隔離時冷却系 ④高圧代替注水系 

また，高圧の非常用炉心冷却装置等が使用できず，かつ原子炉の減圧ができない場合におい
ても，本事象に該当するものとする。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
東

海
第
二
） 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び
「高温停止」である場合をいう。 

・「保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えい」と
は，保安規定の（格納容器内の原子炉冷却材漏えい率）の運転
上の制限を超える漏えい率が確認され，保安規定で定める完了
時間内に保安規定で定める措置を完了できない場合をいう。 

・上記の漏えい率は，「原子炉冷却材の漏えいではないことが確認
されていない漏えい率」である，格納容器床 

ドレン流量計測定値 0.23 m3/h 以上をいう。 
・「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏え

い」とは，原子炉格納容器内外において原子炉冷却材の漏えい
と判断した場合，若しくは現場で漏えいを発見した場合におい
て，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却装置が作動し
た状態をいう。 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停
止」である場合をいう。 

・「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，
原子炉格納容器内外において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合，若
しくは現場で漏えいを発見した場合において，原子炉水位の低下等により，
非常用炉心冷却系が作動した状態をいう。 

・「非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心
冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出
圧力及び容量）並びに即応性を有する設備として，以下の設備をいう。 
高圧系：高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系 
低圧系：低圧炉心スプレイ系，低圧注水系 

・「非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するも
ののいずれかによる注水が直ちにできない」とは，非常用炉心冷却装置
等のうち全ての高圧系又は全ての低圧系の機能が喪失した場合をいう。 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」である場合をいう。 
・「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉格納容器内外
において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合，若しくは現場で漏えいを発見した場合におい
て，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却系が作動した状態をいう。 

・「全ての非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷却装置及び
原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並びに即応性を有す
る設備として，以下の設備をいう。 

高圧系：高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系 
低圧系：低圧炉心スプレイ系，低圧注水系 
・「全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと」とは，全ての非常用炉心冷却

装置等により原子炉への注水がなされていることを確認できないこと（例：ポンプが自動又は手
動により起動できないこと。注入弁が開弁できないこと。）をいう。また，高圧の非常用炉心冷却
装置等が使用できず，かつ原子炉の減圧ができない場合においても，本事象に該当するものと
する。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，

解

説

見

直
し
要
否 

見直し不要 

防

災

業

務

計

画

変

更

の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 
・変更なし 
【東海第二】 
・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 
・変更なし 
【東海第二】 
・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 
・変更なし 
【東海第二】 
・変更なし 
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ＥＡＬ２２ 原子炉冷却機能の異常(給水機能の喪失) 

 ＡＬ２２ ＳＥ２２ ＧＥ２２ 

原

災

指

針
等 

＜原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）＞ 

原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること。 

＜原子炉冷却機能の異常（注水機能の喪失）＞ 

原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合におい

て，非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注

水が直ちにできないこと。 

＜原子炉冷却機能の異常（注水機能の喪失）＞ 

原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合におい

て，全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

注水が適切に行われれば原子炉は冷却されるが，全ての給水機能喪失とい

う事象に鑑み，警戒事態の判断基準とする。 

給水機能に原子炉隔離時冷却系は含まない。 

「原子炉への全ての給水機能が喪失」とは，常用の給復水系に係る設備によ

り注水できないことをいう（以下この表において同じ。）。 

上記の場合においても主蒸気逃がし弁の開放等により原子炉の圧力を減圧

して非常用の低圧注水系（低圧炉心スプレイ系又は低圧注水系等）により注水

されれば原子炉は冷却されるが，全ての給水機能が喪失し，かつ，非常用炉心

冷却装置等のうち高圧のＥＣＣＳ，原子炉隔離時冷却系に係る装置等による注

水ができないという事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とす

る。 

原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されないことにより，炉心の損傷

に至る可能性が高いことから，全面緊急事態の判断基準とする。 

なお，１系統以上のＤＢ設備又はＳＡ設備により原子炉への注水がなされる場

合には，炉心の冷却が可能であることから，全面緊急事態には該当しないことと

なる。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈

（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停

止」をいう。 

(2)「全ての給水機能」は，常用の給水機能が対象であり，原子炉隔離時冷却系

の起動は含まない。 

(3)「給水機能が喪失」とは，常用の給水系が使用できない場合をいう。 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停

止」をいう。 

(2)「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給水系が使

用できない場合をいう。 

(3)「非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注

水が直ちにできない」とは高圧の設計基準事故対処設備及び同設備に求め

られる能力と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並びに即応性を有する設備

として，高圧の非常用炉心冷却系，高圧代替注水系により原子炉へ注水され

ていることを確認できない状態（例：ポンプが自動又は手動により起動できな

いこと。注入弁が開弁できないこと。）をいう。 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停

止」をいう。 

(2)「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給水系が使

用できない場合をいう。 

(3)「全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない」とは，設計基

準事故対処設備及び同設備に求められる能力と同程度の能力（吐出圧力及

び容量）並びに即応性を有する設備として，非常用炉心冷却系，高圧代替注

水系により原子炉へ注水されていることを確認できない状態（例：ポンプが自

動又は手動により起動できないこと。注入弁が開弁できないこと。）をいう。ま

た，高圧の非常用炉心冷却装置等が使用できず，かつ原子炉の減圧ができ

ない場合においても，本事象に該当するものとする。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
東

海
第
二
） 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」で

ある場合をいう。 

・「全ての給水機能」は，常用の給水機能が対象であり，原子炉隔離時冷却系

は含まない。 

・「全ての給水機能が喪失すること」とは，常用の給水系が使用できない場合を

いう。 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」で

ある場合をいう。 

・「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給水系が使

用できない場合をいう。 

・「全ての非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するもの」と

は，高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系をいう。 

・「全ての非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによ

る注水が直ちにできない」とは，高圧の設計基準事故対処設備及び同設備に

求められる能力と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並びに即応性を有する

設備として，高圧の非常用炉心冷却装置，原子炉隔離冷却系，高圧代替注

水系により原子炉へ注水されていることを確認できない状態（例：ポンプが自

動又は手動により起動できないこと。注入弁が開弁できないこと。）をいう。 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」で

ある場合をいう。 

・「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給水系が使

用できない場合をいう。 

・「全ての非常用炉心冷却装置等による当該原子炉への注水が直ちにできない

こと」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷却装置及び原子炉隔

離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力および容量）並びに即

応性を有する設備により原子炉へ注水されていることを確認できない状態

（例：ポンプが自動又は手動により起動できないこと。注入弁が開弁できない

こと。）をいう。また，高圧の非常用炉心冷却装置等が使用できず，かつ原子

炉の減圧ができない場合においても，本事象に該当するものとする。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直
し
要
否 

GE22 の解説の「DB 設備又は SA 設備」を「DB 設備，SA 設備又は特定重大事故等対処施設」と変更すれば，特重施設等による注水を含むことができる。 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・非常用炉心冷却装置等による注水手段として，特重施設による注水及び SA

設備（低圧代替注水系（常設））による注水を追加する。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 
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ＥＡＬ２３ 原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失） 

 ＡＬ２３ ＳＥ２３ ＧＥ２３ 

原

災

指

針
等 

＜原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失）＞ 

原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機

能が喪失した場合において，当該原子炉から残留熱を除去する機能

の一部が喪失すること。 

＜原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失）＞ 

原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，

残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。 

 

＜原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失）＞ 

原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合に

おいて，残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去でき

ないときに，原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

上記の状態が続き，残りの残留熱除去機能が失われた場合，原子

炉格納容器の過圧又は炉心損傷に至る可能性があることから警戒事

態の判断基準とする。 

「残留熱を除去する機能の一部が喪失」とは，残留熱除去系の系統

のうち使用可能な系統が残り１系統になることをいう。 

上記の状態が長期にわたった場合，原子炉格納容器の過圧又は炉心の損傷に至る可

能性があることから施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

「主復水器による原子炉から熱を除去する機能が喪失すること」とは，主復水器の真空

度が一定以上低下すること，原子炉から主復水器に至る配管のうち一の配管において，

２基の主蒸気隔離弁を開放できないこと等をいう。 

「当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと」とは，残留熱除去系の停止時冷却

モード等除熱するための全てのモードが使用不能になり，さらにＳＡ設備のうちＤＢ設備と

同程度の能力（吐出圧力及び容量）及び即応性を有する設備が機能しないことをいう。 

なお，交流電源喪失時の電源切替えに伴う３０分以内の残留熱除去系装置等の機能

停止は，施設敷地緊急事態の判断とはならない。 

原子炉格納容器の圧力上昇が継続した場合には，放射性物質の閉じ込め機

能を喪失する可能性があるため，全面緊急事態の判断基準とする。 

「原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること」とは，サプレッションプー

ル水の平均温度が１００℃以上となる状態が継続すること等をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
柏
崎

刈
羽
） 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び

「高温停止」をいう。 

(2)「主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失」とは，

次の何れかの状態をいう。 

 ①復水器内圧力が 77.6kPaabs（582mmHgabs）まで悪化 

 ②全ての主蒸気ラインが使用不能 

(3)「残留熱を除去する機能の一部が喪失」とは，利用できる残留熱除

去系装置がいずれか 1 系統以下になる場合をいう。なお，原子炉補

機冷却系等（代替原子炉補機冷却系を含む）が使用不能な場合も

該当する。 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」をい

う。 

(2)「主復水器により当該原子炉から熱を除去できない」とは，次の何れかの状態をいう。 

 ①復水器内圧力が 77.6kPaabs（582mmHgabs）まで悪化 

 ②全ての主蒸気ラインが使用不能 

(3)「残留熱を直ちに除去できない」とは，残留熱除去系の次のモードが全て使用不能にな

る場合を言う。 

 ①停止時冷却モード 

 ②サプレッションプール冷却モード 

 ③格納容器スプレイ冷却モード 

  なお，原子炉補機冷却系等（代替原子炉補機冷却系※3 を含む）が使用不能な場合も

該当する。 

(4)交流電源喪失時の電源切り替えに伴う 30 分以内の残留熱除去系の機能停止は除く。 

(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停

止」をいう。 

(2)「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給水系が使

用できない場合をいう。 

(3)「全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない」とは，設計基

準事故対処設備及び同設備に求められる能力と同程度の能力（吐出圧力及

び容量）並びに即応性を有する設備として，非常用炉心冷却系，高圧代替注

水系により原子炉へ注水されていることを確認できない状態（例：ポンプが自

動又は手動により起動できないこと。注入弁が開弁できないこと。）をいう。ま

た，高圧の非常用炉心冷却装置等が使用できず，かつ原子炉の減圧ができ

ない場合においても，本事象に該当するものとする。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
東
海
第
二
） 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高

温停止」である場合をいう。 

・「主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失」とは，以

下のいずれかの状態をいう。 

① 真空度が 77.6kPa[582mmHg abs]まで悪化。 

② 同一ラインの主蒸気隔離弁及び主蒸気ラインドレン弁 2 弁を「開」

にすることが不能。 

・「残留熱を除去する機能の一部が機能喪失」とは，利用できる残留熱

除去系（代替残留熱除去系海水系を使用する場合も含む）が何れ

か１系統のみになる場合をいう。 

「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」である場合

をいう。 

・「主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合」とは，以下のいずれかの状態

をいう。 

①真空度が 77.6kPa[582mmHg abs]まで悪化。 

②同一ラインの主蒸気隔離弁及び主蒸気ラインドレン弁 2 弁を「開」にすることが不能。 

・「残留熱を直ちに除去できないこと」とは，残留熱除去系（代替残留熱除去系海水系を使

用する 

場合も含む）の以下のモードが全て使用不能になることをいう。 

①停止時冷却モード 

②サプレッションプール冷却モード 

③格納容器スプレイモード 

・交流電源喪失時の電源切り替えに伴う 30 分間以内の残留熱除去系装置等の機能停

止は除く。 

・「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」で

ある場合をいう。 

・「主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合」とは，以下のいずれ

かの状態をいう。 

①真空度が 77.6kPa[582mmHg abs]まで悪化。 

②同一ラインの主蒸気隔離弁及び主蒸気ラインドレン弁 2 弁を「開」にすること

が不能。 

・「残留熱を直ちに除去できないとき」とは，残留熱除去系（代替残留熱除去系海

水系を使用する 

場合も含む）の以下のモードが全て使用不能となる場合をいう。 

①停止時冷却モード 

②サプレッションプール冷却モード 

③格納容器スプレイモード 

・「原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失」とは，次の何れかの状態をいう。 

①サプレッションプール水平均温度が 100℃以上となった場合。 

②原子炉格納容器内の圧力が設計上の最高使用圧力(0.31MPa)に達した場

合。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解

説
見
直
し

要
否 

見直し不要 

防
災
業
務

計
画
変
更

の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 
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ＥＡＬ２５ 電源供給機能の異常（その１：交流電源喪失） 
 ＡＬ２５ ＳＥ２５ ＧＥ２５ 

原

災

指

針

等 

＜電源供給機能の異常（その１：交流電源喪失）＞ 

非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供

給する電源が一となる状態が１５分間以上継続すること，全ての非常用交流母

線からの電気の供給が停止すること，又は外部電源喪失が３時間以上継続す

ること。 

＜電源供給機能の異常（その１：交流電源喪失）＞ 

全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が３０分

間以上継続すること。 

＜電源供給機能の異常（その１：交流電源喪失）＞ 

全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が１時間

以上継続すること。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

非常用交流母線からの電気の供給が停止するという深刻な状態又はそのお

それがある状態であることから，警戒事態の判断基準とする。また，外部電源が

喪失している状況が継続する場合についても，交流電源の喪失に至る可能性

があることから，警戒事態の判断基準とする。 

「非常用交流母線」とは，重大事故等の防止に必要な電気を供給する交流母

線のことをいう（以下この表において同じ。）。 

「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交

流母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，

常設代替電源設備から受電ができていないことをいう。 

なお，常用交流母線からのみ電気が供給される場合も本事象に該当する

（以下この表において同じ。）。 

上記の場合，原子炉隔離時冷却系等の交流電源を必要としない設備によっ

て原子炉は冷却されるが，事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基

準とする。 

なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機

（原子力事業所内の全ての代替電源設備を含む。）が３０分以内に接続され，非

常用交流母線からの電気の供給が行われるのであれば，施設敷地緊急事態の

判断基準とはならない。 

上記の場合，電源供給機能の回復に時間を要している状態であり，この状態

が継続すれば炉心の損傷に至る可能性が高いことから，全面緊急事態の判断

基準とする。 

なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機

（原子力事業所内の全ての代替電源設備を含む。）が１時間以内に接続され，

非常用交流母線からの電気の供給が行われるのであれば，全面緊急事態の判

断基準とはならない。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「非常用交流母線」とは，1～5 号機においては， 非常用交流高圧母線 C 系，

D 系及び H 系を，6 号及び 7 号機においては，非常用交流高圧母線 C 系，D

系及び E 系をいう。 

(3)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気

の供給が見込めるため，「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線とす

る。 

(4)「非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を

供給する電源が一となる状態」とは，使用可能な非常用交流母線が 1 系統と

なった場合において，当該母線への供給電源が外部電源，非常用ディーゼル

発電機，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機に限る）のどれか 1 つ

になった場合をいう。計画的にこうした状態にする場合を除く。 

(5)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流

母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，

常設代替電源設備から受電ができていない場合をいい，これを起点として

SE25 及び GE25 のカウントアップを開始する。 

(6)「外部電源」とは，電力系統及び主発電機（当該原子炉の主発電機を除く）か

らの電力を非常用交流高圧母線へ供給する設備をいう。 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「非常用交流母線」とは，1～5 号機においては，非常用交流高圧母線 C 系，

D 系及び H 系を，6 号及び 7 号機においては，非常用交流高圧母線 C 系，D

系及び E 系をいう。 

(3)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気

の供給が見込めるため，「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線とす

る。 

(4)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流

母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機に限る）から受電ができていな

い場合をいう。 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「非常用交流母線」」とは，1～5 号機においては，非常用交流高圧母線 C 系，

D 系及び H 系を，6 号及び 7 号機においては，非常用交流高圧母線 C 系，D

系及び E 系をいう。 

(3)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気

の供給が見込めるため，「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線とす

る。 

(4)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流

母線が外部電源及び非常用のディーゼル発電機からの受電に失敗し，か

つ，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機に限る）から受電ができてい

ない場合をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
東

海
第
二
） 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「非常用交流母線」とは，非常用交流高圧母線 2C，2D と緊急用 M/C をいう。 

・「非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供

給する電源が一となる状態」とは，使用可能な非常用交流母線が１系統とな

った場合において，当該母線への供給電源が外部電源，非常用ディーゼル

発電機，常設代替電源設備のいずれか１つとなった場合をいう。ただし，計画

的にこうした状態にする場合を除く。 

・「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流

母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ常

設代替電源設備からの受電ができていない場合をいう。 

・「外部電源」とは，電力系統からの電力を非常用交流高圧母線へ供給する設

備をいう。 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「非常用交流母線」とは，非常用交流高圧母線 2C，2D と緊急用 M/C をいう。 

・「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流

母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ常

設代替電源設備からの受電ができていない場合をいう。 

なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機

（原子力事業所内の全ての代替電源設備を含む。）が 30 分間以内に接続さ

れ，非常用交流母線からの電気の供給が行われるのであれば，施設敷地緊

急事態の判断基準とはならない。 

・「外部電源」とは，電力系統からの電力を非常用交流高圧母線へ供給する設

備をいう。 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「非常用交流母線」とは，非常用交流高圧母線 2C，2D と緊急用 M/C をいう。 

・「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流

母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ常

設代替電源設備からの受電ができていない場合をいう。なお，重大事故等の

防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業所内の

全ての代替電源設備を含む。）が 1 時間以内に接続され，非常用交流母線

からの電気の供給が行われるのであれば，全面緊急事態の判断基準とはな

らない。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直

し
要
否 

PWR の変更と同様に，AL25 の解説の 

『「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から受電ができていないことをいう。なお，常用交流母線からのみ電気が

供給される場合も本事象に該当する』の記載を， 

『「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部電源，非常用ディーゼル発電機及び重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための常設代替電源設備（特定重大事故等対処施設に属するものを含

む。）のいずれの電源からも受電ができていないことをいい，常用交流母線からのみ電気が供給される場合も本事象に該当する』 

と変更すれば，特重施設等の電源による非常用交流母線への給電を含めることができる。 

 

防
災
業
務

計
画
変
更

の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・非常用交流高圧母線に特重施設の電源母線を追加する。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・非常用交流高圧母線に特重施設の電源母線を追加する。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・非常用交流高圧母線に特重施設の電源母線を追加する。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 
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ＥＡＬ２７ 電源供給機能の異常（その２：直流電源喪失） 
 ＡＬ ＳＥ２７ ＧＥ２７ 

原
災
指
針
等 

 ＜電源供給機能の異常（その２：直流電源喪失）＞ 

非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状

態が５分間以上継続すること。 

＜電源供給機能の異常（その２：直流電源喪失）＞ 

全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が５分間以上継続するこ

と。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解

説 

 使用可能な非常用直流母線が残り１系統及び直流電源が残り１つとなった場合は，非常用直流

母線からの電気の供給が停止するおそれがあることから，施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

「当該直流母線に電気を供給する電源」とは，必要な電力を確保できる原子力事業所内の全ての

直流電源設備をいう。 

原子炉施設の監視・制御機能が著しく低下すること及び炉心冷却機能喪失発生時のＥＣＣＳそ

の他の設備の起動ができなくなることから，全面緊急事態の判断基準とする。 

「全ての非常用直流母線からの電気」とは，必要な電力を確保できる原子力事業所内の全ての

直流電源設備からの電気をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
柏

崎
刈
羽
） 

 【1～5 号機】 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「非常用直流母線」とは，125V DC 母線 A 及び B をいう。 

(3)「非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状

態」とは，例えば 125V DC 母線 A が使用不能となった場合に，125V DC 母線 B に電気を供給する

電源が，蓄電池 B，充電器 B，予備充電器のうちの 1 つだけになった場合をいう。 

【6 号及び 7 号機】 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「非常用直流母線」とは，125V DC 母線 A，B 及び C をいう。 

(3)「非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状

態」とは，例えば 125V DC 母線 A 及び C が使用不能となった場合に，125V DC 母線 B に電気を供

給する電源が，蓄電池 B，充電器 B，予備充電器のうちの 1 つだけになった場合をいう。 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」とは，1～5 号機の場合 125V DC 母線 A 及

び B，6 号及び 7 号機の場合 125V DC 母線 A，B 及び C が使用不能となった場合をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業

者
解
釈
（
東
海
第
二
） 

 ・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「非常用直流母線」とは，直流 125V 主母線盤 2A 及び 2B をいう。 

・「非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状

態」とは，電源供給可能な母線が１つになった場合に，当該母線に電気を供給する電源が蓄電池，

充電器，予備充電器のうち，いずれか１つだけになった場合をいう。 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」とは，直流 125V 主母線盤 2A 及び 2B に

電気を供給している蓄電池，充電器，予備充電器及び可搬型電源からの電源供給ができず，

125V 非常用直流母線 2A 及び 2B が使用不能となった場合をいう。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説

見
直
し
要
否 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

見直し不要 

【東海第二】 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

 【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・非常用直流母線への供給電源の一つとして、ＳＥの判断基準に可搬型電源及び蓄電池（３系統目）

を追加する。 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」として，非常用直流母線を経由せず，RCIC

又は HPAC を直流電源により起動可能な場合は GE27 には該当しないと整理できないか。 

【東海第二】 

・非常用直流母線への供給電源の一つとして、ＧＥの判断基準に蓄電池（３系統目）を追加する。 
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ＥＡＬ２９ 停止中の原子炉に関する異常 
 ＡＬ２９ ＳＥ２９ ＧＥ２９ 

原

災

指

針
等 

＜停止中の原子炉冷却機能の一部喪失＞ 

原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下すること。 

＜停止中の原子炉に関する異常＞ 

原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子

炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水位まで低下した場合において，

全ての非常用炉心冷却装置による注水ができないこと。 

＜停止中の原子炉に関する異常＞ 

原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子

炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水位まで低下した場合において，

全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が低下した場合には通常直ちに原

子炉容器内への注水が実施され原子炉容器内の水位の回復が図られるが，当

該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下するような場合には原子炉へ

の注水機能に何らかの異常があると考えられ，早期に関係者の体制を構築す

る必要があることから，警戒事態の判断基準とする。 

「原子炉の停止中」とは，停止操作後の冷温停止に至るまでの状態を除く（以

下この表において同じ。）。 

原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が低下した場合には，通常直ちに原

子炉容器内への注水が実施され原子炉容器内の水位の回復が図られる。しか

し，当該原子炉容器内の水位が異常低設定値（ＥＣＣＳ（低圧で注水するものに

限る。）が作動する水位をいう。）まで低下した場合において，当該ＥＣＣＳによる

注水ができない場合には，注水機能の喪失に至るおそれがあるため，施設敷地

緊急事態の判断基準とする。 

上記の場合において，ＥＣＣＳ（低圧で注水するものに限る。）による注水がで

きないときに，ＳＡ設備による注水ができなければ，原子炉容器内の水位の低下

が継続する状態であり，炉心の損傷に至る可能性が高くなるため，事象の重大

性に鑑み，全面緊急事態の判断基準とする。 

防
災
業
務
計
画
の
事

業
者
解
釈
（
柏
崎
刈

羽
） 

(1)「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態のうち，「冷温停止」又は「燃料交換」

における照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。 

(2)「水位低設定値」とは，1～5 号機においてはＬ－2，6 号及び 7 号機において

はＬ－1．5 の水位相当をいう。 

(1)「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態のうち，「冷温停止」又は「燃料交換」

における照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。 

(2)「非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動

する水位」とは，Ｌ－1 の水位相当をいう。 

(3)「全ての非常用炉心冷却装置による注水ができない」とは，原子炉の停止中

に作動可能な非常用炉心冷却系により原子炉へ注水されていることを確認で

きない状態（例：ポンプが自動又は手動により起動できないこと。注入弁が開

弁できないこと。）をいう。 

(1)「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態のうち，「冷温停止」又は「燃料交換」

における照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。 

(2)「非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動

する水位」とは，Ｌ－1 の水位相当をいう。 

(3)「全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと」とは，非常用炉心

冷却装置等により原子炉へ注水されていることを確認できない状態（例：ポン

プが自動又は手動により起動できないこと。注入弁が開弁できないこと。）を

いう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解

釈
（
東
海
第
二
） 

・「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態が「冷温停止」又は「燃料交換」におい

て，照射済燃料集合体が原子炉圧力容器内にある場合をいう。 

・「水位低設定値」とは，L-2 の水位相当をいう。 

・「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態が「冷温停止」又は「燃料交換」におい

て，照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。 

・「非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。）が作動する

水位」とは，L-1 の水位相当をいう。 

・「全ての非常用炉心冷却装置による注水ができない」とは，原子炉の停止中に

作動可能な非常用炉心冷却装置より原子炉へ注水されていることを確認でき

ない状態（例：ポンプが自動または手動により起動できないこと。注入弁が開

弁できないこと。）をいう。 

・「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態が「冷温停止」又は「燃料交換」いて，

照射済燃料集合体が原子炉圧力容器内にある場合をいう。 

・「非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。）が作動する

水位」とは，L-1 の水位相当をいう。 

・「全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができない」とは，原子炉の停止中

に作動可能な設計基準事故対処設備又は同設備に求められる能力と同程度

の能力（吐出圧力及び容量）並びに即応性を有する設備として，非常用炉心

冷却装置等により原子炉へ注水されていることを確認できない状態（例：ポン

プが自動又は手動により起動できないこと。注入弁が開弁できないこと。）を

いう。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直

し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 
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ＥＡＬ３０ 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出 
 ＡＬ30 ＳＥ30 ＧＥ30 

原
災
指
針

等 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ＞ 

使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失＞ 

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維

持できていないおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できない

こと。 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出＞ 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの

水位まで低下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合にお

いて，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られる

が，その原因によっては水位の回復が困難な場合もあることから，警戒事態の

判断基準とする。 

「使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること」とは，可搬型を

含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下することをいう。 

通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られる

が，当該貯蔵槽の水位が低下し，その水位を維持できない場合には当該貯蔵

槽への注水機能に何らかの異常があると考えられることから，施設敷地緊急事

態の判断基準とする。また，当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがあ

る場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないときは，上記と同様な状況

にある可能性があること及び水位を測定できないという何らかの異常が発生し

ていると考えられることから併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維

持できていないおそれがある場合」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮して

も，当該水位を維持できないこと，又は維持できないおそれがある場合をいう。 

「当該貯蔵槽の水位を測定できないこと」とは，常設及び可搬型の測定機器

で当該貯蔵槽の水位を測定できないことをいう。 

上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではない

が，何らかの異常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，

現場への立入りが困難となり水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出

に至るという事象の重大性に鑑み，全面緊急事態の判断基準とする。 

また，当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の

水位を測定できない状態にあることは，上記と同様な状況にある可能性がある

こと及び水位を測定できないという何らかの異常が発生していると考えられるこ

とから併せて全面緊急事態の判断基準とする。 

「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートル

の水位まで低下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合」と

は，可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下すること，又は低

下しているおそれがある場合をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解

釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)「水位が一定の水位まで低下すること」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位

が照射済燃料集合体の頂部から上方 6m の水位（7 号機水位計 No.15 検出

器）に達することを使用済燃料貯蔵プール水位計又は監視カメラ等により確

認した場合をいう。 

(2)水位の回復手段には，可搬型を含む全ての設備を考慮する。 

(1)「水位を維持できていない」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃

料集合体の頂部から上方 4m の水位（7 号機水位計 No.12 検出器）に達する

ことを使用済燃料プール水位計又は監視カメラ等により確認した場合をいう。 

(2)「水位を測定できない」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位計，監視カメラ等

により液面の位置が確認できない場合をいう。 

(3)水位の回復手段及び水位の測定手段には，可搬型を含む全ての設備を考慮

する。 

(1)「照射済燃料集合体頂部から上方 2 メートルの水位まで低下すること」とは，

使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体頂部より上方 2m の水位

（7 号機水位計 No.10 検出器）に達することを使用済燃料貯蔵プールの水位

計又は監視カメラ等により確認した場合をいう。 

(2)「当該水位まで低下しているおそれ」とは，使用済燃料プール付近の放射線

モニタの指示が有意に上昇している場合をいう。 

(3)「水位を測定できない」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位計，監視カメラ等

により液面の位置が確認できない場合をいう。 

(4)水位の回復手段及び水位の測定手段には，可搬型を含む全ての設備を考慮

する。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解

釈
（
東
海
第
二
） 

・「水位が一定の水位まで低下すること」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計，

監視カメラ等により，使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の

頂部から上方６メートルの水位に達したことを確認した場合をいう。なお，使用

済燃料貯蔵プールの水位の維持・回復手段は，可搬型を含む全ての設備を

考慮する。 

・「水位を維持できていないこと」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計，監視カメ

ラ等により，使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部から

上方 4 メートルの水位に達したことを確認した場合をいう。なお，使用済燃料

貯蔵プールの水位の維持・回復手段は，可搬型を含む全ての設備を考慮す

る。 

・「水位を測定できない」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計又は監視カメラ等

による間接的な手段によって，液面の位置が確認できない場合をいう。 

・「照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下すること」とは，

注水設備（可搬型設備を含む）による水補給を行っても水位低下傾向が止ま

らず，使用済燃料貯蔵プールの水位計，監視カメラ等により，照射済燃料集

合体頂部より上方２メートルの水位に達したことを確認した場合をいう。なお，

使用済燃料貯蔵プールの水位の維持・回復手段は，可搬型を含む全ての設

備を考慮する。 

・「当該水位まで低下しているおそれ」とは，使用済燃料貯蔵プール付近の放射

線モニタの指示が有意に上昇している場合をいう。 

・「水位を測定できない」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計又は監視カメラ等

による間接的な手段により液面の位置が確認できない場合をいう。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説

見
直
し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変

更
の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 
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ＥＡＬ３１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出 
 ＡＬ31 ＳＥ31 ＧＥ31 

原
災
指
針
等 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ＞ 

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位が一

定時間以上測定できないこと。 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失＞ 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの

水位まで低下すること。 

＜使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出＞ 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下する

こと。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られる

が，当該貯蔵槽の水位が低下し，その水位を維持できない場合には当該貯蔵

槽への注水機能に何らかの異常があると考えられることから，警戒事態の判断

基準とする。 

また，当該貯蔵槽の水位を維持できないおそれがある場合において，当該貯

蔵槽の水位を一定時間以上測定できないときは，上記と同様な状況にある可能

性があること及び水位を測定できないという何らかの異常が継続していると考え

られることから併せて警戒事態の判断基準とする。 

「一定時間」とは，測定できない状況を解消するために準備している措置を実

施するまでに必要な時間をいう。 

「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと」とは，可搬型を含む全ての設

備を考慮しても，当該水位を維持できないこと，又は維持できないおそれがある

場合をいう。 

上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではない

が，何らかの異常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，

現場への立入りが困難となり水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出

に至るおそれがあるという事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基

準とする。 

「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートル

の水位まで低下すること」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮しても当該水位

まで低下することをいう。 

上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではない

が，何らかの異常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，

現場への立入りが困難となり水位が回復できず，照射済燃料集合体の露出に

至るという事象の重大性に鑑み，全面緊急事態の判断基準とする。 

「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下する

こと」とは．可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下することを

いう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者

解
釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)「水位を維持できないこと」とは,使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料

集合体の頂部から上方 4m の水位（6 号及び 7 号機においては水位計 No.12

検出器並びに 1～5 号機においては水位計 No.6 検出器）に達することを使用

済燃料貯蔵プール水位計又は監視カメラ等により確認した場合をいう。 

(2)「水位を一定時間以上測定できないこと」とは,使用済燃料貯蔵プールの水位

計，監視カメラ等により液面の位置が確認できない状態が 24 時間以上継続し

た場合をいう。 

(3)水位の回復手段及び水位の測定手段には，可搬型を含む全ての設備を考慮

する。 

(1)「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートル

の水位まで低下すること」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料

集合体頂部より上方 2m の水位（6 号及び 7 号機においては水位計 No.10 検

出器並びに 1～5 号機においては水位計 No.4 検出器）に達することを使用済

燃料貯蔵プールの水位計又は監視カメラ等により確認した場合をいう。 

(2)水位の回復手段は，可搬型を含む全ての設備を考慮する。 

(1)「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下する

こと」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体頂部の水位

（6 号及び 7 号機においては水位計 No.6 検出器並びに 1～5 号機において

は水位計 No.2 検出器）に達することを使用済燃料貯蔵プールの水位計又は

監視カメラ等により確認した場合をいう。 

(2)水位の回復手段は，可搬型を含む全ての設備を考慮する。 

防
災
業
務
計
画
の

事
業
者
解
釈
（
東

海
第
二
） 

・「水位を維持できないこと」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計，監視カメラ等

により，使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の頂部から上方

４メートルの水位に達したことを確認した場合をいう。なお，使用済燃料貯蔵

プールの水位の維持・回復手段は，可搬型を含む全ての設備を考慮する。 

・「水位を一定時間以上測定できないこと」とは，使用済燃料貯蔵プール水位

計，又は監視カメラ等による間接的な手段によって液面の位置が確認できな

い状態が 24 時間以上経過した場合をいう。 

・「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの

水位まで低下したとき」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計又は監視カメラ等

による間接的な手段により，照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの

水位に達したことを確認した場合をいう。なお，使用済燃料貯蔵プールの水位

の維持・回復手段は，可搬型を含む全ての設備を考慮する。 

・「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下する

こと」とは，使用済燃料貯蔵プール水位計又は監視カメラ等による間接的な手

段により，照射済燃料集合体の頂部に水位が達したことを確認した場合をい

う。なお，使用済燃料貯蔵プールの水位の維持・回復手段は，可搬型を含む

全ての設備を考慮する。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直

し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画

変
更
の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 
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ＥＡＬ４１ 原子炉格納容器機能の異常 
 ＡＬ ＳＥ４１ ＧＥ４１ 

原
災
指
針
等 

 ＜原子炉格納容器機能の異常＞ 

原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超

えること。 

＜原子炉格納容器機能の異常＞ 

原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧

力又は最高使用温度に達すること。 

Ｅ

Ａ

Ｌ

解

説 

 上記の状態が一定時間継続する場合は，その事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

なお，格納容器冷却機能等の常用の設備の故障によって圧力又は温度の上昇傾向が一定時間にわたって継続した場合は

施設敷地緊急事態に該当しないこととなる。 

最高使用圧力又は最高使用温度に達した後に圧力上昇又は温度上昇が継

続した場合には，放射性物質の閉じ込め機能が低下する可能性があるため，全

面緊急事態の判断基準とする。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈

（
柏
崎
刈
羽
） 

 (1)原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

(2)「原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を

超えること」とは，原子炉格納容器の圧力又は温度が次に示す格納容器スプレイを実施する基準のいずれかに達した状態で

上昇傾向が 15 分以上継続したときをいう。 

 

 6 号及び 7 号機 

格納容器圧力 98kPa[gage］ 

格納容器温度 90℃（D/W 圧力が 13.7kPa[gage］以上の場合に限る。） 

 

(3)格納容器冷却機能などの常用の設備の故障によって圧力又は温度の上昇傾向が一定時間にわたって継続した場合は施設

敷地緊急事態に該当しない。 

(1)原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

(2)「最高使用圧力」とは，310kPa[gage］をいう。 

(3)「最高使用温度」とは，D/W 温度 171℃をいう。 

防
災
業
務
計
画

の
事
業
者
解
釈

（
東
海
第
二
） 

 ・原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

・「原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超

えること」とは，原子炉格納容器の圧力又は温度が格納容器スプレイを実施する基準のいずれかに達した状態において，上

昇傾向が 15 分間以上継続したときをいう。 

・原子炉格納容器冷却機能などの常用の設備の故障により，圧力又は温度の上昇傾向が一定時間にわたって継続した場合は

施設敷地緊急事態に該当しない。 

・原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

・「最高使用圧力」とは，310kPa［gage］をいう。 

・「最高使用温度」とは，171℃（D/W）をいう。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直

し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

 【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 
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ＥＡＬ４２ 障壁の喪失 
 ＡＬ４２ ＳＥ４２ ＧＥ４２ 

原

災

指

針

等 

＜障壁の喪失＞ 

燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること，

又は，燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。 

＜障壁の喪失＞ 

燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失する

おそれがあること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するお

それがあること，又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失す

るおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。 

＜障壁の喪失＞ 

燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子

炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

以下の４つのケースが考えられる。 

１）燃料被覆管障壁が喪失するおそれ 

２）原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

３）燃料被覆管障壁の喪失 

４）原子炉冷却系障壁の喪失 

なお，本事象については，原子力事業者が“NEI 99-01Methodology for 

Development of Emergency Action Levels”を参考として原子力事業者防災業務

計画に詳細を定めるものとする。 

以下の４つのケースが考えられる。 

１）燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

２）燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

３）燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋格納容器障壁が喪失 

４）原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ＋格納容器障壁が喪失 

なお，本事象については，原子力事業者が“NEI 99-01Methodology for 

Development of Emergency Action Levels”を参考として原子力事業者防災業務

計画に詳細を定めるものとする。 

以下のケースが考えられる。 

燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失＋原子炉格納容器障壁

が喪失するおそれ 

なお，本事象については，原子力事業者が“NEI 99-01Methodology for 

Development of Emergency Action Levels”を参考として原子力事業者防災業務

計画に詳細を定めるものとする。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解

釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

(2)3 つの障壁のうち，燃料被覆管障壁又は原子炉冷却系障壁のいずれかの喪

失若しくはそのおそれがある場合をいう。各障壁の喪失又は喪失のおそれに

ついては，別表 2－1 別紙 2 で判断する。 

(1)原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

(2)3 つの障壁のうち，いずれか 2 つの障壁の喪失若しくはそのおそれがある場

合をいう。各障壁の喪失又は喪失のおそれについては，別表 2－1 別紙 2 で

判断する。 

(1)原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

(2)3 つの障壁のうち，2 つの障壁が喪失し，3 つ目の障壁の喪失若しくはそのお

それがある場合をいう。各障壁の喪失又は喪失のおそれについては，別表 2

－1 別紙 2 で判断する。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解

釈
（
東
海
第
二
） 

・原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

・３つの障壁（燃料被覆管障壁，原子炉冷却系障壁，格納容器障壁）のうち，燃

料被覆管障壁又は原子炉冷却系障壁のいずれかの喪失若しくはそのおそれ

がある場合をいう。 

各障壁の喪失又は喪失のおそれについては，別表３－８(１／５)で判断する。 

・原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

・３つの障壁（燃料被覆管障壁，原子炉冷却系障壁，格納容器障壁）のうち，い

ずれか２つの障壁の喪失若しくはそのおそれがある場合をいう。 

喪失のおそれについては，別表３－８(１／５)で判断する。 

・原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

・3 つの障壁（燃料被覆管障壁，原子炉冷却系障壁，格納容器障壁）のうち，燃

料被覆管障壁及び原子炉冷却系障壁が喪失し，格納容器障壁の喪失のおそ

れがある場合をいう。 

喪失のおそれについては，別表３－８（１／５）で判断する。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直
し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 
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ＥＡＬ４３ 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用 
 ＡＬ ＳＥ４３ ＧＥ 

原
災
指
針
等 

 ＜原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用＞ 

原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷が発生していない場合にお

いて，炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用す

ること。 

 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

 原子炉格納容器の圧力を低下させることにより，炉心の損傷を防止すること

に成功することが想定されるが，原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すると

いう事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈

（
柏
崎
刈
羽
） 

 (1)原子炉の状態のうち，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

(2)「炉心の損傷が発生していない場合」とは，格納容器放射線モニタが基準値

以下にある場合をいう。 

(3)格納容器放射線モニタの基準値は，被覆管損傷 0.1%（追加放出相当）とす

る。 

 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈

（
東
海
第
二
） 

 ・原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。 

・「炉心の損傷が発生していない場合」とは，格納容器放射線モニタが基準値以

下(別表３－８（４／５） 図３又は図４の領域Ｃ以外)にある場合をいう。 

 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直

し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

 【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・事業者解釈に，「原子炉格納容器圧力逃がし装置」には特重施設に属するも

のを含む」と追記する。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 
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ＥＡＬ５１ 原子炉制御室等に関する異常 
 ＡＬ５１ ＳＥ５１ ＧＥ５１ 

原
災
指
針
等 

＜原子炉制御室等に関する異常＞ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）第３８

条第４項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規

制委員会規則第１０号）第３７条第４項に規定する装置

が施設された室をいう。以下同じ。）からの原子炉の運

転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 

＜原子炉制御室等に関する異常＞ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が

生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室

に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機

能の一部が喪失すること。 

＜原子炉制御室等に関する異常＞ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子

炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉

若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置

する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警

報装置の全ての機能が喪失すること。 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性がある

ことから警戒事態の判断基準とする。 

火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することによって，原子

炉の安全な状態を確保できなくなる可能性が高いことから施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に，原子炉制御室からこれらを監視する機

能の一部が喪失することによって，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性が高いことか

ら併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。 

火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなるこ

とによって，原子炉の安全な状態を確保できなくなることから，全面緊急事態の判

断基準とする。 

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に，原子炉制御室からこれ

らを監視する機能の全てが喪失することによって，原子炉施設の安全な状態を確

保できなくなることから併せて全面緊急事態の判断基準とする。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室」と

は，中央制御室及び中央制御室外操作盤室をいう。 

(3)「運転や制御に影響を及ぼす」とは，放射線レベルや

室温の上昇等により，運転員が中央制御室の操作盤

及び中央制御室外操作盤での操作が容易にできなく

なる状況をいう。 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化」とは，次の状態をいう。 

 ①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生していない場合 

  中央制御室及び中央制御室外操作盤室の放射線レベルや室温の上昇等により，防護具又は局

所排気装置等を用いなければ，運転員が操作盤で操作できない状態をいう。 

 ②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合 

  中央制御室の放射線レベルや室温の上昇等により，防護具又は局所排気装置等を用いなけれ

ば，運転員が操作盤で操作できない状態をいう。 

(3)「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは，原子炉出力に影響のある過渡

事象が進行中である場合若しくは使用済燃料貯蔵プールの水位低下が確認された場合とする。 

(4)「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示

する警報装置の機能の一部が喪失する」とは，系統分離している安全設備のうち 1 区分の安全設

備の運転・監視が可能であれば原子炉の制御は可能であることから，制御盤の表示灯，警報，指

示計，記録計が消失するなどにより運転・監視の可能な安全設備が 1 区分のみとなった状態をい

う。（1～5 号機においてはＨＰＣＳ系の区分を，6 号及び 7 号機においては，区分Ⅳを除く。） 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなる」とは，次の

状態をいう。 

  ①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生していない場合 

   中央制御室及び中央制御室外操作盤室の放射線レベルや室温の上昇等に

より，当該場所からの退避が必要となった場合をいう。 

  ②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合 

   中央制御室の放射線レベルや室温の上昇等により，当該場所からの退避が

必要となった場合をいう。 

(3)「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは，原子炉出力に

影響のある過渡事象が進行中である場合若しくは，使用済燃料貯蔵プールの水

位低下が確認された場合をいう。 

(4)「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施

設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること」とは，制御盤の表

示灯，警報，指示計，記録計が消失するなどにより全ての安全設備の運転・監

視ができなくなった状態をいう。 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者
解
釈
（
東
海
第
二
） 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室」とは，

中央制御室及び中央制御室外操作盤の設置場所を

いう。 

・「運転や制御に影響を及ぼす」とは，放射線レベルや

室温の上昇等により，運転員が中央制御室の操作盤

及び 

中央制御室外操作盤での操作が容易にできなくなる状

況をいう。ただし，作業等のため一時的に中央制御室 

の環境が悪化した場合を除く。 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「原子炉制御室び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化」とは，以下の状態をいう。 

①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生していない場合 

中央制御室及び中央制御室外操作盤の設置場所の放射線レベルや室温の上昇等により，防護具又

は局所排気装置等を用いなければ，運転員が操作盤で操作できない状態をいう。 

②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合 

中央制御室の放射線レベルや室温の上昇等により，防護具又は局所排気装置等を用いらなけれ

ば，運転員が操作盤で操作できない状態をいう。 

・「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合」とは，原子炉出力に影響のある過

渡事象が進行中である場合，若しくは使用済燃料貯蔵プールの水位低下が継続して確認された場

合をいう。 

・「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示す

る警報装置の機能の一部が喪失する」とは，系統分離している安全設備のうち１区分の安全設備

の運転・監視が可能であれば原子炉の制御は可能であることから，制御盤の表示灯，警報，指示

計，記録計が消失するなどにより運転・監視の可能な安全設備が１区分のみとなった状態をいう。

（ただし，ＨＰＣＳ系の区分を除く） 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなる」とは，以下の

状態をいう。 

①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生していない場合 

中央制御室及び中央制御室外操作盤の設置場所の放射線レベルや室温の上昇

等による環境悪化により，当該場所からの退避が必要となった場合をいう。 

②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合 

中央制御室の放射線レベルや室温の上昇等による環境悪化により，当該場所から

の退避が必要となった場合をいう。 

・「原子炉施若しくは使用済燃料貯蔵プール設に異常が発生した場合」とは，原子

炉出力に影響のある過渡事象が進行中である場合もしくは使用済燃料貯蔵プー

ルの水位低下が継続して確認された場合をいう。 

・「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置もしくは原子炉施

設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること」とは，制御盤の表

示灯，警報，指示計及び記録計が消失する等により全ての安全設備の運転・監

視ができなくなった状態をいう。（ただし，HPCS 系の区分を除く） 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解

説
見
直
し

要
否 

GE51 の原災指針等及び解説の「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室」を「原子炉制御室，原子炉制御室外操作盤室及び緊急時制御室」と変更することで，緊急時制御室を GE51 に含めることができる。 

防
災
業
務
計

画
変
更
の
方

向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・変更なし 

【東海第二】 

・変更なし 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室」を「原子炉制御室，原子炉制御室

外操作盤室及び緊急時制御室」と変更する 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 
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ＥＡＬ５２ 事業所内通信設備又は外部への通信設備 
 ＡＬ５２ ＳＥ５２ ＧＥ 

原
災
指
針
等 

＜事業所内通信設備又は外部への通信設備＞ 

原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信

のための設備の一部の機能が喪失すること。 

＜事業所内通信設備又は外部への通信設備＞ 

原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための

設備の全ての機能が喪失すること。 

 

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられる。一部の機能が喪失すること

により，直ちに通信が不可能となるわけではないが，全ての機能が喪失する前に関係者

への連絡を行うことが必要であることから，警戒事態の判断基準とする。 

原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられ，その異常な状態が把握できないことか

ら，原子炉施設の安全な状態が確保されていない状況が想定されるため，施設敷地緊急事態の判

断基準とする。 

なお，原子力事業所内の通信設備の機能喪失については外部への連絡が可能である場合が考え

られるが，外部との通信設備が全て機能喪失した場合には外部との通信ができない。この場合，車

等の交通手段を用いて関係者への連絡を行うことが考えられる。 

 

防
災
業
務
計
画
の
事
業

者
解
釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通

信のための設備の一部の機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生

し，①原子力事業所内の通信機能，②原子力事業所内から所外への通信機能の何れ

かが，どれか 1 つの手段のみとなる場合をいう。 

(3)「どれか 1 つの手段のみとなる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，

衛星回線等のうち，使用可能な通信手段が 1 種類のみになる場合をいう。 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための

設備の全ての機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し，①原子力事業所内の

通信手段，②原子力事業所内から所外への通信手段の何れかが，全て使用不能になる場合をい

う。 

(3)「全て使用不能になる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，衛星回線等の全て

の通信手段が使用できない場合をいう。 

 

防
災
業
務
計
画
の
事
業

者
解
釈
（
東
海
第
二
） 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信

のための設備の一部の機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し

「①原子力事業所内の通信機能」，「②原子力事業所内から原子力事業所外への通信

機能」のいずれかが，どれか１つの手段のみとなる場合をいう。 

・「どれか１つの手段のみとなる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，衛

星回線等のうち，使用可能な通信手段が１種類のみとなる場合をいう。 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための

設備の全ての機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し，「①原子力事業所内

の通信手段」，「②原子力事業所内から原子力事業所外への通信手段」のいずれかが，全て使用

不能になる場合をいう。 

・「全て使用不能になる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，衛星回線等の全ての

通信手段が使用できない場合をいう。 

 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直
し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更
の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・原子力事業所内の通信とは，中央制御室と緊急時対策所間の通信を意味し，緊急時制

御室経由で通信を行うこともこれに含まれることを解釈に追加する 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・同左 

【東海第二】 

・同左 

 

 

  28



ＥＡＬ５３ 火災・溢水による安全機能の一部喪失 
 ＡＬ５３ ＳＥ５３ ＧＥ 

原
災
指
針
等 

重要区域（原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関す

る命令（平成 24 年文部科学省・経済産業省令第 4 号）第 2 条第 2 項第 8 号に規定する重要区域を言う。以下同じ。）

において，火災又は溢水が発生し，同号に規定する安全上重要な構築物，系統又は機器（以下「安全機器等」とい

う。）の機能の一部が喪失するおそれがあること。 

火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失すること。  

Ｅ
Ａ
Ｌ
解
説 

原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基準とする。なお，重要区域及

び安全機器等の範囲については，防災業務計画等命令第 2 条第 2 項第 8 号に基づき，原子力事業者が原子力事業

者防災業務計画において記載することとし，その範囲の妥当性については，原子力規制委員会が原子力事業者防災

業務計画の届出を受けた後，確認することとする。 

上記の場合は，原子炉施設の安全な性能を確保できなくなる可能性があることから施設

敷地緊急事態の判断基準とする。 

安全機器等の範囲については，防災業務計画等命令第 2 条第 2 項第 8 号に基づき，原

子力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし，その範囲の妥当性

については，原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受けた後，確認す

ることとする。 

 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者

解
釈
（
柏
崎
刈
羽
） 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「重要区域」及び「安全上重要な構築物，系統又は機器」とは，別表 2－1 別紙 1 に定めるものをいう。 

(3)「安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがある」とは，火災又は溢水により，安全上重要な構築物，系統又

は機器の機能に支障が生じ，同一の機能を有する系統のうち使用できる系統が 1 系統のみとなるおそれがあるこ

とをいう。 

(4)「火災」とは，発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質（難燃性を含む）が発火することをいう。 

(5)「溢水」とは，発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が原因で，系

統外に放出された流体をいう（滞留水，流水，蒸気を含む）。 

(1)全ての原子炉の状態において適用する。 

(2)「安全機器等」とは，別表 2－1 別紙 1 に定めるものをいう。 

(3)「安全機器等の機能の一部が喪失すること」とは，火災又は溢水により，安全上重要な

構築物，系統又は機器の機能に支障が生じ，同一の機能を有する全ての系統が使用で

きなくなることをいう。 

「火災」「溢水」の定義は AL53 参照 

 

防
災
業
務
計
画
の
事
業
者

解
釈
（
東
海
第
二
） 

・全ての原子炉の状態において適用する。なお，安全機器等については記載されている機器等が，保安規定で定め

る原子炉の状態以外においては除外できる。 

・「重要区域」及び「安全機器等」とは，別表３－７に定めるものをいう。 

・「安全機器等の機能の一部が喪失するおそれ」とは，火災又は溢水により，安全機器等の機能に支障が生じ，同一

の機能を有する系統のうち使用できる系統が１系統のみとなるおそれがある場合をいう。 

・「火災」とは，発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質（難燃性を含む）が発火することをいう。 

・「溢水」とは，発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動による放水が原因で，系統

外に放出された流体をいう（滞留水，流水，蒸気を含む）。 

・全ての原子炉の状態において適用する。 

・「安全機器等」とは，別表３－７に定めるものをいう。 

・「安全機器等の機能の一部が喪失すること」とは，火災又は溢水により，安全機器等の機

能に支障が生じ，同一の機能を有する全ての系統が使用できなくなることをいう。 

・「火災」とは，発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質（難燃性を含む）

が発火することをいう。 

・「溢水」とは，発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動

による放水が原因で，系統外に放出された流体をいう（滞留水，流水，蒸気を含む）。 

 

Ｅ
Ａ
Ｌ
，
解
説
見
直
し
要
否 

見直し不要 

防
災
業
務
計
画
変
更

の
方
向
性 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・特重施設等により炉心損傷を回避可能として EAL に考慮する設備としたものについては安全機器等に位置付ける。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 

【柏崎刈羽 6，7 号機】 

・特重施設等により炉心損傷を回避可能として EAL に考慮する設備としたものについては

安全機器等に位置付ける。 

【東海第二】 

・柏崎刈羽 6，7 号機と同様 
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備の

追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策
設備を含む）で関連

する対応手順

EAL判断基
準への特重
設備の追加

可否

イベントツ
リーの要

否

０１ － － SE01
敷地境界付近の放射線量の上
昇

GE01
敷地境界付近の放射線量の
上昇

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０２ － － SE02
通常放出経路での気体放射性
物質の放出

GE02
通常放出経路での気体放射
性物質の放出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０３ － － SE03
通常放出経路での液体放射性
物質の放出

GE03
通常放出経路での液体放射
性物質の放出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０４ － － SE04
火災爆発等による管理区域外
での放射線の放出

GE04
火災爆発等による管理区域
外での放射線の異常放出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０５ － － SE05
火災爆発等による管理区域外
での放射性物質の放出

GE05
火災爆発等による管理区域
外での放射性物質の異常放
出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP

冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０６ － － SE06
施設内（原子炉外）臨界事故
のおそれ

GE06
施設内（原子炉外）での臨界
事故

パラメータ
ベース なし － なし － なし －

特重施設では事象発生防止や緩和が期待で
きないため，考慮しない。 ×

・代替制御棒挿入機
能による制御棒緊急
挿入
・原子炉冷却材再循
環ポンプ停止による
原子炉出力抑制
・自動減圧系の起動
阻止スイッチによる原
子炉出力急上昇防止

AL●
GE●（×）

・原子炉手動スクラム
・制御棒自動挿入（電
動挿入）
・制御棒手動挿入（水
圧挿入）
・制御棒手動挿入（電
動挿入）

AL●
GE●（×）

・ほう酸水注入
AL×

GE●（×）

・原子炉圧力容器内
の水位低下操作によ
る原子炉出力抑制

AL×
GE×（×）

・原子炉隔離時冷却
系による発電用原子
炉の冷却
・高圧炉心注水系に
よる発電用原子炉の
冷却
・高圧代替注水系の
中央制御室からの操
作による発電用原子
炉の冷却
・高圧代替注水系の
現場操作による発電
用原子炉の冷却
・原子炉隔離時冷却
系の現場操作による
発電用原子炉の冷却
・減圧の自動化
・手動操作による減圧
（逃がし安全弁）
・残留熱除去系（低圧
注水モード）による発
電用原子炉の冷却

AL×
SE●
GE●

・代替逃がし安全弁駆
動装置による減圧

AL×
SE●
GE●

・低圧代替注水系（常
設）による発電用原子
炉の冷却
・低圧代替注水系（可
搬型）による発電用原
子炉の冷却

AL×
SE×
GE×

・消火系による発電用
原子炉の冷却
・手動操作による減圧
（タービンバイパス弁）

AL×
SE×
GE×

機能
ベース

AL×

SE×
GE×

EAL毎の特重施設の反映検討（東京電力・柏崎刈羽6,7号機）

分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討

これらのEALは線量・濃度基準であるため、特
重施設等は考慮しない。
事故シナリオによっては，特重施設等の使用
により，当該EALの回避又は遅延させられる可
能性がある。

凡例
● ：機能ベースのＥＡＬにおいて、各設備を既に追加済み。
〇 ：機能べ―スのＥＡＬにおいて、各設備を追加可能。
× ：機能ベースのＥＡＬにおいて、各設備を追加不可。
（×）：パラメータベースのＥＡＬにおいて、各設備の動作状況がＥＡＬ判断を遅延又は防止できる。

特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方

・緊急時制御室からの
制御棒緊急挿入（自
主対策設備）

止
め
る

１１ AL11
原子炉停止機能の異常又は異

常のおそれ
－ － GE11

全ての原子炉停止操作の失
敗

パラメータ
(炉出力)&
機能ベー

ス

原災法第１５条第１項に関する緊急
事態事象（ＧＥ）

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)

ＥＡＬ
区分

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出

AL21 原子炉冷却材の漏えい SE21
原子炉冷却材漏えい時におけ
る非常用炉心冷却装置による

一部注水不能
GE21

原子炉冷却材漏えい時にお
ける非常用炉心冷却装置に

よる注水不能
２１

○：必要

・緊急時制御室からの
操作による原子炉注
水
・緊急時制御室からの
操作による循環冷却
（自主対策設備）

特重施設による減圧と注水は，有効性評価で
想定している最も厳しいLOCA時に炉心損傷
を防止できる性能はないことから，EAL判断基
準に追加しない。

○：必要

赤字：2020年9月1日第７回緊急時活動レベルの見直し等への
対応に係る会合 参考1-1 高浜3,4との設備の考え方の相違箇
所
青字：2020年9月1日第７回緊急時活動レベルの見直し等への
対応に係る会合 参考1-1 高浜3,4と概ね同じ考え方の箇所

AL×
GE○

特重施設（自主対策設備）の使用により原子
炉を停止させることができる。

参考1-1

1
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備の

追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策
設備を含む）で関連

する対応手順

EAL判断基
準への特重
設備の追加

可否

イベントツ
リーの要

否

分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方

原災法第１５条第１項に関する緊急
事態事象（ＧＥ）

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)

ＥＡＬ
区分

・原子炉隔離時冷却
系による発電用原子
炉の冷却
・高圧炉心注水系に
よる発電用原子炉の
冷却
・高圧代替注水系の
中央制御室からの操
作による発電用原子
炉の冷却
・高圧代替注水系の
現場操作による発電
用原子炉の冷却
・原子炉隔離時冷却
系の現場操作による
発電用原子炉の冷却

AL×
SE●
GE●

・減圧の自動化
・手動操作による減圧
（逃がし安全弁）
・残留熱除去系（低圧
注水モード）による発
電用原子炉の冷却

AL×
SE✕
GE●

・低圧代替注水系（常
設）による発電用原子
炉の冷却

AL×
SE×
GE○

・低圧代替注水系（可
搬型）による発電用原
子炉の冷却

AL×
SE×
GE×

・消火系による発電用
原子炉の冷却
・手動操作による減圧
（タービンバイパス弁）

AL×
SE×
GE×

・緊急時制御室からの
操作による循環冷却
（自主対策設備）

AL×
SE×
GE×

・残留熱除去系（原子
炉停止時冷却モード）
による発電用原子炉
からの除熱
・残留熱除去系（サプ
レッション・チェンバ・
プール水冷却モード
及び格納容器スプレ
イ冷却モード）による
原子炉格納容器内の
除熱

AL●
SE●

GE×(×)

・代替原子炉補機冷
却系による除熱
・代替循環冷却系に
よる原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

AL×
SE×

GE×(×)

AL23 原子炉除熱機能の一部喪失 SE23 残留熱除去機能の喪失冷
や
す

22 AL22 原子炉給水機能の喪失 SE22

23

原子炉注水機能喪失のおそれ GE22 原子炉注水機能の喪失
機能

ベース

・緊急時制御室からの
操作による格納容器
減圧及び除熱
・緊急時制御室からの
操作による循環冷却
（自主対策設備）

AL×

SE×
GE×(×)

特重施設等を使用してもパラメータベースで
GE23を回避できないため追加しない。

○：必要

低圧代替注水系（常設）及び緊急時制御室か
らの操作による原子炉注水で原子炉水位を回
復できるため，GE22の判断基準に追加可能。
一方で，緊急時制御室からの操作による循環
冷却（自主対策設備）は，緊急時制御室から
の操作による原子炉注水の後に使用する設備
であるため，判断基準に含めない。

○：必要

GE2３
残留熱除去機能喪失後の圧

力制御機能喪失

パラメータ
(S/C水
温，PCV
圧力)&機
能ベース

・大容量送水車（熱交
換器ユニット用）又は
代替原子炉補機冷却
海水ポンプによる除
熱
・ドライウェル冷却系
による原子炉格納容
器内の代替除熱

AL×

SE×
GE×(×)

・手動操作による減圧
（タービンバイパス弁）
・代替逃がし安全弁駆
動装置による減圧

AL×
SE×
GE●

・緊急時制御室からの
操作による原子炉注
水

AL×

SE×
GE○

2
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備の

追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策
設備を含む）で関連

する対応手順

EAL判断基
準への特重
設備の追加

可否

イベントツ
リーの要

否

分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方

原災法第１５条第１項に関する緊急
事態事象（ＧＥ）

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)

ＥＡＬ
区分

・非常用交流電源設
備による給電
・常設代替交流電源
設備による給電

AL●
SE●
GE●

・可搬型代替交流電
源設備による給電
・号炉間電力融通電
気設備による給電 AL×

SE×
GE×

・非常用直流電源設
備による給電
・所内蓄電式直流電
源設備による給電 SE●

GE●

・常設代替直流電源
設備による給電

SE×
GE△

可搬型直流電源設備
による給電
・代替所内電気設備
による給電 SE×

GE×

２８ － － － － GE28 炉心損傷の検出
パラメータ

ベース

(各炉心冷却手段）

GE(×)

(各炉心冷却手段）

GE(×)

なし

GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，特重施
設の故障で直接的にEALに影響するものでな
いが，炉心損傷に至る過程において，特重設
備による効果が影響するもの。

×

・高圧炉心注水系に
よる発電用原子炉の
冷却
・残留熱除去系（低圧
注水モード）による発
電用原子炉の冷却

AL(×)
SE●(×)
GE●(×)

・低圧代替注水系（常
設）による発電用原子
炉の冷却

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

・低圧代替注水系（可
搬型）による発電用原
子炉の冷却

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

・緊急時制御室からの
操作による循環冷却
（自主対策設備）

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

２７ － － SE27 直流電源の部分喪失 GE27
全直流電源の５分間以上喪

失
機能

ベース

非常用交流高圧母線の１時
間以上喪失

機能
ベース２５ AL25

非常用交流高圧母線喪失又は
喪失のおそれ

SE25
非常用交流高圧母線の３０分

間以上喪失
GE25

・特重施設の電源によ
る非常用高圧母線へ

の給電

AL○
SE○
GE○

特重施設の電源は設計上はプラント側の非常
用交流母線へ電源供給が可能だが，特重施
設の電源が機能する場合は特重施設を使用
することが実運用において可能性の高い手順
であり，これにより炉心損傷を回避できる。
よって，プラント側の非常用交流母線へ特重
施設の電源により給電することをEAL判断基
準に加えるよりも，特重施設の交流母線を非
常用交流母線の対象としてEAL判断基準に加
える方針の方がよい。

○：必要

・第二代替交流電源
設備による給電

AL×

SE×
GE×

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

・低圧ECCSが作動する水位まで低下した場合
にECCS等が動作しなかったケースを想定して
おり，特重施設等を使用しても，炉心露出を回
避できるとは言えない。

○：必要２９ AL29
停止中の原子炉冷却機能の一

部喪失
SE29

停止中の原子炉冷却機能の喪
失

GE29
停止中の原子炉冷却機能の

完全喪失

パラメータ
(水位)&機
能ベース

・消火系による発電用
原子炉の冷却

・緊急時制御室からの
操作による注水（自主
対策設備）

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

（非常用直流母線としての検討）
特重施設の直流電源設備としての機能（特重
施設に給電するものに限る）は，PCV破損防止
を目的としたものであり，炉心損傷防止を目的
としたものではないことから，非常用直流母線
が停電したことで判断するEALの対象外とす
る。
SA設備の蓄電池については，非常用直流母
線を経由しない構成となっているが，RCIC又
はHPACを起動できる場合はGE27には該当し
ないこととできるのではないか。

○：必要－

なし・直流給電車による給
電
・号炉間連絡ケーブ
ルを使用した直流電
源確保

SE×
GE×

3
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備の

追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策
設備を含む）で関連

する対応手順

EAL判断基
準への特重
設備の追加

可否

イベントツ
リーの要

否

分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方

原災法第１５条第１項に関する緊急
事態事象（ＧＥ）

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)

ＥＡＬ
区分

３０ AL30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能
喪失のおそれ（新基準炉）

SE30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失（新基準炉）

GE30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失・放射線放出（新基準
炉）

パラメータ
ベース

・燃料プール代替注
水系による常設スプレ
イヘッダを使用した使
用済燃料プールへの
注水
・燃料プール代替注
水系による可搬型ス
プレイヘッダを使用し
た使用済燃料プール
への注水

AL(×)
SE(×)
GE(×)

・消火系による使用済
燃料プールへの注水

AL(×)
SE(×)
GE(×)

・緊急時制御室からの
操作による使用済燃
料プールへのスプレ
イ（自主対策設備）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，SA設備，
自主対策設備による効果が影響するもの。

×

３１ ＡＬ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能
喪失のおそれ（旧基準炉）

SE３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失（旧基準炉）

ＧＥ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失・放射線放出（旧基準
炉）

パラメータ
ベース

なし

－

・消火系による使用済
燃料プールへの注水 AL(×)

SE(×)
GE(×)

なし

―

旧基準炉のため，本EALを適用しない。

×

４１ － － SE41 格納容器健全性喪失のおそれ GE41 格納容器圧力の異常上昇
パラメータ

ベース

・残留熱除去系（格納
容器スプレイ冷却
モード）による原子炉
格納容器内の除熱
・残留熱除去系（サプ
レッション・チェンバ・
プール水冷却モード）
によるサプレッション・
チェンバ・プールの除
熱
・代替格納容器スプレ
イ冷却系（可搬型）に
よる原子炉格納容器
内の冷却
・代替格納容器スプレ
イ冷却系（常設）によ
る原子炉格納容器内
の冷却
・格納容器圧力逃がし
装置による原子炉格
納容器内の減圧及び
除熱
・代替循環冷却系に
よる原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

SE(×)
GE(×)

・消火系による原子炉
格納容器内の冷却
・ドライウェル冷却系
による原子炉格納容
器内の代替除熱

SE(×)
GE(×)

・緊急時制御室からの
操作による格納容器
減圧及び除熱
・緊急時制御室からの
操作による残留熱除
去（自主対策設備）

SE(×)
GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，SA設備，
自主対策設備，特重施設による効果が影響す
るもの。

×

４２ AL42
単一障壁の喪失または喪失の
可能性

SE42
２つの障壁の喪失または喪失
の可能性

GE42
２つの障壁喪失および１つの
障壁の喪失または喪失の可
能性

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，SA設備，
自主対策設備，特重施設による効果が影響す
るもの。 ×

４３ － － SE43
原子炉格納容器圧力逃し装置
の使用

－ －
機能

ベース

・格納容器圧力逃がし
装置による原子炉格
納容器内の減圧及び
除熱
・耐圧強化ベント系に
よる原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

－

なし

－

・緊急時制御室からの
操作による格納容器
減圧及び除熱

－

特重施設による格納容器減圧及び除熱も本
EALの条件に該当する。ただし，ベント機能の
維持ではなく「ベント実施」が判断基準である
ため，EAL判断基準への反映不要。 ×

閉
じ
込
め
る

4
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備の

追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策
設備を含む）で関連

する対応手順

EAL判断基
準への特重
設備の追加

可否

イベントツ
リーの要

否

分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方

原災法第１５条第１項に関する緊急
事態事象（ＧＥ）

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)

ＥＡＬ
区分

５１ AL51
原子炉制御室他の機能喪失の
おそれ

SE51
原子炉制御室他の一部の機能
喪失・警報喪失

GE51
原子炉制御室他の機能喪
失・警報喪失

機能
ベース

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP
冷却手段が放射線量
上昇の抑制に寄与）

AL×

SE×
GE×

(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP
冷却手段が放射線量
上昇の抑制に寄与）

AL×

SE×
GE×

・緊急時制御室
(各炉心冷却手段，
PCV冷却手段，SFP
冷却手段が放射線量
上昇の抑制に寄与）

AL×

SE×
GE○

特重施設の緊急時制御室は，原子炉の制御・
運転ができないためAL51及びSE51に追加で
きないが，原子炉の停止及び冷温停止が可能
であるため，GE51の判断基準に追加できる。

×

５２ AL52
所内外通信連絡機能の一部喪
失

SE52
所内外通信連絡機能の全て喪
失

－ －
機能

ベース

○発電所内の通信連
絡
・衛星電話設備（常
設）
・無線連絡設備（常
設） ・衛星電話設備
（可搬型）
・無線連絡設備（可搬
型）
・携帯型音声呼出電
話設備
・安全パラメータ表示
システム（SPDS）
・5号炉屋外緊急連絡
用インターフォン
・無線通信装置
・有線（建屋内）

○発電所外（社内外）
の通信連絡
・衛星電話設備（常
設）
・衛星電話設備（可搬
型）
・統合原子力防災ネッ
トワークを用いた通信
連絡設備
・データ伝送設備
・無線通信装置
・有線（建屋内）

AL●
SE●

○発電所内の通信連
絡
・送受話器（警報装置
を含む。）
・電力保安通信用電
話設備

○発電所外（社内外）
の通信連絡
・衛星電話設備（社内
向）
・テレビ会議システム
・専用電話設備

AL●
SE●

・緊急時制御室で使
用する通信連絡設備

AL〇
SE〇

特重施設の通信連絡設備は所内外に連絡が
取れることから，EAL判断に追加できる。

×

５３ AL53
重要区域での火災・溢水による
安全機能の一部喪失のおそれ

SE53
火災・溢水による安全機能の
一部喪失

－ －
機能

ベース

・常設代替直流電源
設備による給電

AL○
SE○

なし

－

・緊急時制御室からの
操作による緊急制御
棒挿入（自主対策設
備）
・緊急時制御室からの
操作による原子炉注
水
・特重施設の電源によ
る非常用高圧母線へ
の給電

AL○
SE○

本EALは，重要区域内の安全機器等が火災・
溢水により安全機能を喪失し，当該安全機能
が残り１系統となった場合AL，残り0系統となっ
た場合SEに該当することを定めている。
安全機器等は，安全上重要な構築物，系統又
は機器を原子力事業者防災業務計画に定め
ているが，特重施設等により炉心損傷を回避
可能としてEALに考慮する設備としたものにつ
いては安全機器等に位置付ける。

×

５５ － － SE55
防護措置の準備および一部実
施が必要な事象発生

GE55
住民の避難を開始する必要
がある事象発生

その他

なし

－

なし

－

なし

－

このEALは，その他必要な防護措置を要求す
る基準であり，特重施設の故障で直接的に
EALに影響するものでないが，本判断に至る
過程において，特重施設による効果が影響す
るもの。

×

－ －
（所在市町村において震度６弱
以上の地震が発生した場合） － － － － その他

なし

－

なし

－

なし

－
外部事象のため，対象外

×

－ －

（所在市町村沿岸を含む津波予
報区において大津波警報が発
表された場合）

－ － － － その他

なし

－

なし

－

なし

－

外部事象のため，対象外

×

－ －

（新規制基準で定める設計基準
を超える外部事象（竜巻、洪水、
台風、火山等）が発生した場合）

－ － － － その他

なし

－

なし

－

なし

－

外部事象のため，対象外
×

－ －
（原子力規制庁より警戒本部設
置の連絡を受けた場合）

－ － － － その他
なし

－
なし

－
なし

－ 具体的な判断基準がないため，対象外 ×

－ － ＸSE61
事業所外運搬での放射線量率
の上昇

ＸＧE61
事業所外運搬での放射線量
率の異常上昇

パラメータ
ベース

なし
－

なし
－

なし
－ 事業所外運搬のため，対象外 ×

－ － ＸSE62
事業所外運搬での放射性物質
漏えい

ＸＧE62
事業所外運搬での放射性物
質の異常漏えい

パラメータ
ベース

なし
－

なし
－

なし
－ 事業所外運搬のため，対象外 ×

：網掛けした項目は、電離放射線障害防止規則第７条の２第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象（緊急時被ばく250mSvが適用される事象）を示す。

事
業
所
外

運
搬

そ
の
他
脅
威

そ
の
他
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東京電力・柏崎刈羽6/7号機　特重施設等を考慮したEALの検討

EAL11　原子炉停止機能喪失

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
-
-
-
-

-

-
CR 1
SLC 1

特重(自主） CR [-]

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

ＡＬ判断条件 ＧＥ判断条件

- CR挿入不可（確認不可）

-

-

CR挿入不可（確認不可）

CR挿入不可（確認不可）

CR挿入不可（確認不可）
-

SA

CR挿入不可（確認不可）

注入不可（確認不可）

RPS

CR

DB

制御棒電動挿入

ペアロッドスクラム
代替制御棒挿入機能

ほう酸水注入系
[緊急時制御室からの原子炉停止]

設備
自動スクラム
手動スクラム

原子炉モードスイッチ
RPS電源

警戒事態 全面緊急事態

スクラム

信号発生

収束 収束

原子炉停止操作

失敗

ＧＥ１１

EOP「RC/Q」に

従って対応

原子炉停止操作

（特重自主）

失敗
炉心損傷

ＡＬ１１

スクラム失敗

警戒事態

ハーフスクラム
ＡＬ１１

原因特定不能

1時間継続

収束

スクラム成功

MCRからのCR挿入

失敗

収束

原子炉水位制御

失敗

AL11は判断に即応性が求められるため，緊急時制御室への指示に要する時間のタイムロスがあり，考慮することは難しいが，GE11については，EALに考慮することが可能。

特重事象（航空機衝突，テロ）を想定しない場合は、中央制御室からの指示により緊急時制御室にて操作は可能である。AL11の判断は即応性が求められるため，緊急時制御室へ

の指示から操作までの時間だけ判断が遅れることとなるが，GE11の判断には十分に時間的余裕があるため，緊急時制御室からの原子炉停止操作（特重自主）を含めることができ

る。

検討結果
「パラメータ」として検討した場合

緊急時制御室からの原子炉停止操作が成功した

場合は、定格出力0.1％未満になるためGE11の判断

条件は成立しないことから，機能ベースとして追加し

なかったとしても結果的にパラメータベースでEALに
該当しないこととなる。

参考1-2
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ＥＡＬ２１（原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
2
1
3

高圧注水 1
3（2）
8（4）
2（1）

2
低圧注水 1

特重 低圧注水 [-]
特重(自主） 循環冷却 [-]

【凡例】 機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、△：条件付き追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●
② ●
③ ●

④ ●
⑤ ×
⑥ ×

⑦ ×
⑧ ×
⑨ ×

⑩ ×

⑪ ×

[炉心注水（特重）のためのポンプ]

[循環冷却（特重）のためのポンプ]

設備
高圧炉心注水系

原子炉隔離時冷却系
残留熱除去系

高圧代替注水系
復水移送ポンプ

消防車
ほう酸水注入系
制御棒駆動系

ディーゼル駆動消火ポンプ
[炉心注水（特重）のためのポンプ]
[循環冷却（特重）のためのポンプ]

設備名

高圧炉心注水系

残留熱除去系

設備名

設備名

設備名

ＡＬ判断条件

循環冷却 [-] [-]

なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）

EAL反映検討

EAL反映検討

EAL反映検討

EAL反映検討

低圧代替注水（常設）
低圧代替注水（可搬）

SE21（高圧注水系の１つ）、GE２１（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）
SE21（高圧注水系の１つ）、GE２１（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）
SE21（低圧注水系の１つ）、GE２１（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）

SE21,GE21（非常用炉心冷却装置と同等の機能）
なし（大LOCA時において、炉心損傷を防止できない）
なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）

[即応性なし]炉心注水 [-] [-] [－]

主な仕様
準備時間

台数 容量 揚程

原子炉隔離時冷却系

【特重設備】

系統名

系統名

高圧注水

低圧注水

系統名

高圧代替注水

系統名

ほう酸水注入
制御棒駆動水圧系注入

消火水注入

【自主対策設備】

消防車

ほう酸水注入系
制御棒駆動系

ディーゼル駆動消火ポンプ

台数 容量 揚程
１台 180m3/h

揚程
主な仕様

なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）１台 約30分
１台 約20分

約12分

DB

【DB設備】

【SA設備】

３台 954m3/h 125ｍ 速やかに（中操操作）
１台 182m3/h 900ｍ 速やかに（中操操作）
２台 182m3/h 890ｍ 速やかに（中操操作）
台数 容量 揚程

主な仕様
準備時間

高圧代替注水系
復水移送ポンプ

- -
自主

高圧注水
- -

- -

900ｍ 速やかに（中操操作）

ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

- 非常用炉心冷却装置等のうち高圧または低圧で注
水するもののいずれかによる注水が直ちにできない

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちに
できない

ECCS
-

-

　　【特重設備（自主）】

-

ＳＡ
-

低圧注水
- - -
- - -

-
- - -
-

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

設備名

[－] [即応性なし] なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）

- - -

主な仕様
準備時間

なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）
なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）

１台 11.4m3/h 860m 約65分

準備時間
台数 容量

４台 120m3/h/台 - 約120分
２台 125m3/h/台 85ｍ

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

保安規定を超える漏えい

又は

ＥＣＣＳ作動設定値に達した場合

収束

低圧注水機能

（ＳＡ、自主、

特重、特重自主）

喪失
炉心損傷

（大ＬＯＣＡ）

ＡＬ２１

主な炉心注水関係設備

ＲＰＶ破損

収束

循環冷却

（ＳＡ，特重自主）

機能喪失

格納容器

破損回避

格納容器ベント

（ＳＡ,特重）

機能喪失

格納容器

最高使用圧力

２倍(２Ｐｄ)
大量放出

高圧注水機能

（ＤＢ、ＳＡ）

喪失

ＡＬ２３

ＳＥ２３

ＧＥ２３

ＳＥ２１

①②

④
逃がし安全弁

「開」成功

原子炉減圧失

ＧＥ２１

収束

低圧注水機能

（ＤＢ）

喪失

ＧＥ２１ ＧＥ２８

低圧注水機能

（ＤＢ）

収束

ＳＥ２１

③

残留熱除去機能

（ＤＢ）

収束

・以下の検討を踏まえ、ＬＯＣＡ時の炉心冷却機能として、ＥＡＬに追加する特重設備は無い

・[特重設備]による炉心注水は、大ＬＯＣＡ時において、炉心損傷を防止する性能はない

・漏えい量によっては、炉心損傷を回避することができる（可能性がある）

・発災時のＬＯＣＡの規模に応じたＥＡＬ判断は現場の混乱に繋がることから、最も厳しい大ＬＯＣＡシーケンスでＥＡＬ判断基準への追加を検討する

検討結果

約１８分後

③
⑤⑥

⑧⑨

⑩

⑪

ＬＯＣＡ発生
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ＥＡＬ２２（原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
2
2
2
1
3

高圧注水 1

3（2）
8（4）
2（1）

2
低圧注水 1

特重 低圧注水 [-]
特重(自主） 循環冷却 [-]

【凡例】 機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、△：条件付き追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●
② ●
③ ●
④ ●
⑤ ●

⑥ ●
⑦ ○
⑧ ×

⑨ ×
⑩ ×
⑪ ×

⑫ ○

⑪ ×

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

[循環冷却（特重）のためのポンプ]

設備
タービン駆動原子炉給水ポンプ
電動機駆動原子炉給水ポンプ

高圧炉心注水系
原子炉隔離時冷却系

残留熱除去系

高圧代替注水系

復水移送ポンプ
消防車

ほう酸水注入系
制御棒駆動系

ディーゼル駆動消火ポンプ
[炉心注水（特重）のためのポンプ]
[循環冷却（特重）のためのポンプ]

循環冷却

原子炉給水ポンプ

高圧注水

ほう酸水注入系
制御棒駆動系

ディーゼル駆動消火ポンプ

[-] [-] [－] [即応性なし]
特重設備による炉心注水の後に使用する設備であるため，判断基準に含め
ない。

ＧＥ判断条件
-
-

- - -

設備名

設備名

設備名

設備名

タービン駆動原子炉給水ポンプ
電動機駆動原子炉給水ポンプ

高圧炉心注水系
原子炉隔離時冷却系

AL22（給水機能の1つ）

[即応性あり] 「効果の評価」において炉心損傷防止が可能であることを示している

２台
２台

　　【特重設備（自主）】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

設備名

AL22（給水機能の1つ）

炉心注水 [-] [-] [－]

約30分 なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）消火水注入 １台

約65分 なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）
制御棒駆動水圧系注入 １台 約20分

[炉心注水（特重）のためのポンプ]

なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）
ほう酸水注入 １台

【特重設備】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

約120分 なし（即応性がなく、性能面でもECCSと同等でない）低圧代替注水（可搬） ４台 120m3/h/台 -消防車

【自主対策設備】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

速やかに（中操操作） SE22,GE22（非常用炉心冷却装置と同等の機能）
低圧代替注水（常設） ２台 約12分 TQUVシナリオにおいて炉心損傷防止が可能であることを示している

高圧代替注水 １台高圧代替注水系
復水移送ポンプ

速やかに（中操操作） SE22（高圧注水系の１つ）、GE22（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）

【SA設備】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

低圧注水 ３台残留熱除去系

SE22（高圧注水系の１つ）、GE22（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）
２台 速やかに（中操操作） SE22（高圧注水系の１つ）、GE22（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）

高圧注水
２台

台数 容量 揚程

【DB設備】

系統名
主な仕様

速やかに（中操操作）

--

4700m3/h
2300m3/h 自動

常時運転

非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注
水するものによる注水が直ちにできないこと

-
-
-

準備時間 EAL反映検討

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない
-
-
-
-

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない

自主

原子炉給
水ポンプ

ECCS
DB

低圧注水
ＳＡ

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない

-

ＳＥ判断条件

-
非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注
水するものによる注水が直ちにできないこと

-
-

-

-
-
-
-

ＡＬ判断条件

-
-
-

原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能
が喪失すること

-

警戒事態 施設敷地緊急事態

全給水流量

喪失

高圧注水機能

（ＤＢ、ＳＡ）

喪失

収束

逃がし安全弁

「開」成功

原子炉減圧失敗

ＳＥ２２

ＧＥ２２

収束

低圧注水機能

（ＤＢ）

喪失

ＧＥ２２

収束

低圧注水機能

（ＳＡ，特重）

喪失 炉心損傷

ＡＬ２２

主な炉心注水関係設備

低圧注水機能

（ＳＡ、自主、

特重自主）

喪失
ＲＰＶ破損

収束

循環冷却

（ＳＡ，特重自主）

機能喪失

格納容器

破損回避

格納容器ベント

（ＳＡ,特重）

機能喪失

格納容器

最高使用圧力

２倍(２Ｐｄ)
大量放出

①②
③④

⑥

⑤
⑦

⑫

全面緊急事態

⑧

⑩⑪

⑬

・以下の検討を踏まえ、給水機能喪失時の炉心冷却機能としてＳＡ設備及び特重設備をＥＡＬに追加することが可能

・低圧代替注水（常設）により炉心損傷防止が可能であることを、有効性評価において示している

検討結果

約１時間後 約７時間後
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ＥＡＬ２３（原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数

DB ＥＣＣＳ 3

3（2）
8（4）

循環冷却 1
スプレイ 1
気体冷却 3

特重 スプレイ [-]
特重(自主） 循環冷却 [-]

【凡例】 機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、△：条件付き追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●（×）

② ×（×）
③ ×（×）
④ ×（×）

⑤ ×（×）
⑥ ×（×）

⑦ ×（×）

⑧ ×[循環冷却（特重）のためのポンプ]循環冷却 [-] [-] [－] [即応性なし] なし（圧力抑制機能喪失を回避することができない）

設備名

設備名

設備名

【DB設備】

系統名
主な仕様

EAL反映検討
台数 容量 揚程

【自主対策設備】

設備名

設備名

残留熱除去系

復水移送ポンプ
消防車

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） ２台 約12分 なし（圧力抑制機能喪失を回避することができない）

速やかに（中操操作） ＡＬ２３、ＳＥ２３（残留熱除去系）

【SA設備】

　　【特重設備（自主）】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

ＳＡ
スプレイ

- -

-

自主
- -
- -

ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件
当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失
すること

残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直
ちに除去できないこと

-
残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱
を直ちに除去できないときに，原子炉格納容器の圧力
抑制機能が喪失すること

-
- -

-

- - -

残留熱除去系 ３台

約600分 なし（即応性がなく、圧力抑制機能喪失を回避することができない）

準備時間

復水移送ポンプ代替循環冷却系 ２台 190m3/h -

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

系統名
主な仕様

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬） ４台

系統名
主な仕様

準備時間

EAL反映検討
台数 容量 揚程

[即応性あり] なし（圧力抑制機能喪失を回避することができない）

【特重設備】

系統名
主な仕様

準備時間

消火系スプレイ １台ディーゼル駆動消火ポンプ
ドライウェル冷却器

EAL反映検討
台数 容量

120m3/h/台 - 約120分 なし（即応性がなく、圧力抑制機能喪失を回避することができない）

代替格納容器スプレイ [-] [-] [－]

約30分 なし（圧力抑制機能喪失を回避することができない）
ドライウェル冷却系 ３台 - - 約45分 なし（圧力抑制機能喪失を回避することができない）

揚程

[格納容器スプレイ（特重）のためのポンプ]

設備

残留熱除去系

復水移送ポンプ
消防車

代替循環冷却系
ディーゼル駆動消火ポンプ

ドライウェル冷却器
[格納容器スプレイ（特重）のためのポンプ]

[循環冷却（特重）のためのポンプ]

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

主復水器

機能喪失

ＲＨＲ全系統

喪失

収束

ＳＥ２３

格納容器圧力抑制機能

喪失

ＧＥ２３

［Ｓ／Ｐ水温上昇］

除熱機能

（ＳＡ、自主、

特重、特重自主）

喪失

炉心損傷前

格納容器ベント

ＡＬ２３

ＲＨＲ２系統

喪失

収束

主な炉心注水関係設備

① ① ②～⑧

・以下の検討を踏まえ、残留熱除去機能として、ＥＡＬに追加する特重設備は無い

・[特重設備]による代替格納容器スプレイは、Ｓ/Ｐ水平均水温１００℃を下回ることはできない

・[特重設備（自主）]による循環冷却は、Ｓ/Ｐ水平均水温１００℃を下回ることはできない

・外部水源による格納容器スプレイは、Ｓ/Ｃ水位制限により継続することができないため格納容器最高使用圧力を下回ることはできない

検討結果
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ＥＡＬ２５（電源供給機能の異常（その１：交流電源喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可（条件付き）

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
2
3

3

2

1
1
8
2
3
-
-

特重 [-]

【凡例】 機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、△：条件付き追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●
② ●

③ ●
④ ×
⑤ ×
⑥ ×

⑦ ×
⑧ ×
⑨ ×
⑩ ×

⑪ ○

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

【特重設備】

即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可
他号炉D/G（共用M/C使用）

非常用交流母線 非常用交流母線供からの電源供給が停止 非常用交流母線の30分間以上喪失 非常用交流母線の1時間以上喪失
外部電源喪失が3 時間以上継続 - -

代替電源

非常用母線

Ｄ/Ｇ

代替電源

代替電源

[特重設備発電機] 非常用交流母線供からの電源供給が停止 非常用交流母線の30分間以上喪失 非常用交流母線の1時間以上喪失

-
-

-
-

-

代替電源 [特重設備発電機] [-] [-] [即応性あり]
プラント側の非常用交流母線への電源供給を優先する操作とはならない
が，特重設備のみで炉心損傷を回避できることから、非常用交流母線の対
象に「高圧母線（特重）」を追加することが可能。

系統名 設備名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量

－ － 約2時間 即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可
代替電源

第二ガスタービン発電機 ２台 3600ｋW 約80分 即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可
電源車（緊急用M/C使用） ３台 500kVA 約1時間40分

他号炉D/G（６６ｋV母線使用） － － 約3時間30分 即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可

系統名 設備名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） １個 － 約4時間 即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可

【自主対策設備】

EAL反映検討
台数 容量

代替電源

第一ガスタービン発電機 ２台 3600ｋW 約20分
電源車 ８台 500kVA 約4時間45分 即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可

号炉間電力融通ケーブル（常設） １個 － 約2時間 即応性を有する設備ではないため、現状ＥＡＬに追加不可

【SA設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

外部電源 起動変圧器 ２基 ― 常時

EAL反映検討
台数 容量

交流電源 Ｄ/Ｇ ３台 5000ｋW 常時

【DB設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

他号炉D/G（共用M/C使用） - -
他号炉D/G（６６ｋV母線使用） - -

自主

第二ガスタービン発電機 - -
電源車（緊急用M/C使用） - -

SA

第一ガスタービン発電機

号炉間電力融通ケーブル（常設）
号炉間電力融通ケーブル（可搬）

電源車

ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

ＤＢ

起動変圧器

自号炉D/G

設備
外部電源

-

非常用交流母線が1系統となり、当該非常用交流母
線に電気を供給する電源が1つとなる状態が15 分間
以上継続

- -

-
-
-

-
-
-

-

非常用交流電源

（外部電源、Ｄ／Ｇ、

常設代替電源）

供給

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

全非常用

交流母線

喪失

収束

ＳＥ２５ ＧＥ２５

収束

電源設備

（ＳＡ、自主）

による受電失敗
電源復旧失敗

ＡＬ２５

収束

全非常用交流母線喪失

３０分以上継続

全非常用交流母線喪失

１時間以上継続

特重ＧＴＧからの非常用交流母線への電源供給について

ＳＢＯが発生し、ＲＣＩＣ（ＨＰＡＣ）による原子炉注水が不可の場合は、特重からの原

子炉注水を優先するため、１時間以内に非常用交流母線への電源供給を行うことは

考え難い。また、容量の関係で特重設備を使用しつつ非常用交流母線に供給できる

か不明。

ＲＣＩＣ（ＨＰＡＣ）による原子炉注水が成功した場合でも、特重設備により格納容器

冷却を行うことから、非常用交流母線回復を優先することは考え難い。

以上により、特重の交流母線を非常用交流母線に追加する方が現実的と考える。

なお，PWRの特重EALの変更との整合性の観点から，PWRと同じEALの見直しを行

うことは考えられる。

非常用交流電源

（外部電源、Ｄ／Ｇ、

常設代替電源）

供給

【特重施設】

・特定重大事故等対処施設の電源設備から非常交流圧母線への給電は可能な設計となっている

が、特重設備のみで炉心損傷を回避することができることから優先する操作とはならない

・全非常用交流母線喪失の条件に高圧母線（特重）を含める（高圧母線（特重）の電圧が確立してい

れば、当該プラントを全非常用交流母線喪失とみなさない）ことが可能

【ＳＡ設備】

・現状のＥＡＬにおいても、既にＥＡＬ判断条件として原子炉の冷却等に必要な電源を確保でき、即応

性を有するＳＡ設備を考慮した判断となっている（第一ガスタービン発電機）

【自主対策設備】

・即応性の観点から新たに追加する自主対策設備はない

検討結果

主な炉心注水関係設

外部電源喪失

② ①

①②

③

(⑪)

①②

③

(⑪)

④⑤⑥

⑦⑧⑨⑩

外部電源

発電機

非常用

交流母線

（Ｃ）

非常用

交流母線

（Ｄ）

非常用

交流母線

（Ｅ）

非常用

ディーゼル

発電機

（Ａ）

非常用

ディーゼル

発電機

（Ｂ）

非常用

ディーゼル

発電機

（Ｃ）

[特重設備発電機]

非常用交流母線へ

「ガスタービン発電機」

「電源車」

[高圧母線（特重）]

起動変圧器

電源系統概要図
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ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否（ただし，SAとして条件付き可）

非常用直流母線を経由しなくても原子炉隔離時冷却系や高圧代替注水系に直流電源供給可能

区分 数
３
３
５
１
１
１
８

（２）
２

特重 －

【凡例】　機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、△：条件付き追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

●
●
●

●
×

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

直流給電車 約400Ａｈ 電源容量が少ないため，非常用直流母線に供給する電源とは位置付けない

蓄電池（３系統目） （約3000Ａｈ）
可搬型直流電源設備（電源車） － 非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される

△
非常用直流母線を経由せずに，RCIC又はHPACを直流電源により起動可
能な場合はGE27には該当しないとすることができればEALに追加可能

蓄電池（Ａ－２） 約4000Ａｈ
蓄電池（ＡＭ） 約3000Ａｈ

蓄電池（Ａ） 約6000Ａｈ 非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される
蓄電池（Ｂ、Ｃ） 約3000Ａｈ 非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される

設備 設備容量 ＥＡＬ反映検討
非常用直流母線 －

－ －
該当なし － －

自主
号炉間融通ケーブル

SA

充電器（A～C，予備）
ＤＢ

蓄電池（Ａ－２）

蓄電池（Ａ～C）

蓄電池（ＡＭ）

可搬型直流電源設備（電源車）
直流給電車

蓄電池（3系統目）
－
－

－
－

－
－
－

(非常用直流母線を経由しないSA設備への給電方法
が許容されればGEの判断条件に追加可能）

非常用直流母線が1系統となり、供給電源が1つと
なった状態が5分間以上継続

全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5
分間以上継続

設備 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件
非常用直流母線（Ａ～Ｃ）

ＥＡＬ２７ 直流電源喪失

新規制基準設置許可申請時直流電源構成 蓄電池(３系統目)設置後の代替直流電源設備からの電源

：EAL27において非常用直流母線と位置付けている母線

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
Ａ

Ｄ
／
Ｇ
系
Ａ

遮
断
器
操
作
回
路

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
Ａ

残
留
熱
除
去
系
Ａ

非
常
用
照
明

直流125V主母線盤A

125V DC分電盤

逃
が
し
安
全
弁

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

充
電
器

充
電
器

直流125V

蓄電池Ａ

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅱ）

480V母線

（区分Ⅰ）

充
電
器

直流125V

蓄電池A-2

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅱ）

480V母線

125V DC分電盤

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
電
動
機
）

（区分Ⅰ）

ＭＣＣＢ

蓄電池

（凡例）

※

※

計
測
装
置

直流母線

（MCC側）

直流母線

（分電盤側）

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

高
圧
代
替
注
水
系

AM用直流125V主母線盤

充
電
器

AM用直流

125V蓄電池

（区分Ⅱ）

480V母線

充
電
器

AM用MCC

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅰ）

480V母線

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）

（区分Ⅱ）

充
電
器

直流125V

蓄電池（3系統目）

（区分Ⅲ）

480V母線
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ＥＡＬ２９（停止中の原子炉冷却機能の喪失）

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

約２時間以降
（有効性評価より）

区分 数
2
3
3
2
3

3（1）
8（4）
2（1）

2
1

特重 -
[-]
[-]

【凡例】 機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、△：条件付き追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ×
② ×
③ ×
④ ●
⑤ ●

⑥ ×（×）
⑦ ×（×）

⑧ ×（×）
⑨ ×（×）
⑩ ×（×）

- -

⑪ ×（×）

⑫ ×

ＳＡ

原子炉水位が「L-1」まで低下した場合において、全
てのECCSによる注水ができないこと

-
-

AL29発生前に機能喪失している設備であるため
AL29発生前に機能喪失している設備であるため

3300m3/h －
2700m3/h －

- -

自主

-

復水ポンプ
３台
３台

-
-

循環冷却

復水ポンプ

-

ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

DB

- --
-
-

-
-

原子炉給水ポンプ

ECCS

設備
電動機駆動原子炉給水ポンプ

高圧復水ポンプ
低圧復水ポンプ
高圧炉心注水系
残留熱除去系

原子炉水位が「L-1」まで低下した場合において、全
てのECCS等による注水ができないこと

低圧注水

高圧注水

復水移送ポンプ
消防車

ほう酸水注入系
制御棒駆動系

ディーゼル駆動消火ポンプ
－

[炉心注水（特重）のためのポンプ]

【DB設備】

系統名
主な仕様

準備時間

- -
- -

- -
特重(自主）

設備名

[循環冷却（特重）のためのポンプ]
- -

低圧注水
-

低圧注水

- -

AL29発生前に機能喪失している設備であるため

EAL反映検討
台数 容量 揚程

SE29（非常用炉心冷却装置の１つ）、GE29（非常用炉心冷却装置の１つ）２台

-
- -

-
-
-
-
-

-
-

高圧注水 速やかに（中操操作）

原子炉給水ポンプ ２台 －電動機駆動原子炉給水ポンプ
高圧復水ポンプ
低圧復水ポンプ
高圧炉心注水系

揚程

SE29（非常用炉心冷却装置の１つ）、GE29（非常用炉心冷却装置の１つ）

【SA設備】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量

低圧注水 ３台 速やかに（中操操作）

設備名

残留熱除去系

原子炉水位+-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない低圧代替注水（常設） ２台 約12分

揚程
ほう酸水注入 １台

原子炉水位+-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない低圧代替注水（可搬） ４台 - 約120分

約65分 原子炉水位+-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えないほう酸水注入系

設備名

復水移送ポンプ
消防車

【自主対策設備】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量

制御棒駆動水圧系注入 １台 約20分 原子炉水位+-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない制御棒駆動系

【特重設備】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量

- -
揚程

- - - --

設備名

原子炉水位+-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない消火水注入 １台 約30分

循環冷却 [-] [-] [－] [即応性なし]
特重設備（自主）による炉心注水の後に使用する設備であるため判断基準
に含めない

炉心注水 [-] [-] [－] [即応性あり] 原子炉水位+-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない

ディーゼル駆動消火ポンプ

[炉心注水（特重）のためのポンプ]

[循環冷却（特重）のためのポンプ]

設備名

　　【特重設備（自主）】

系統名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量 揚程

警戒事態

原子炉水位が

「L-1.5」まで低下

原子炉水位が

「L-1」まで低下し

ECCS（等）による注水喪失

ＳＥ２９

ＧＥ２９

原子炉注水設備

（ＳＡ、自主、特重自主）

による原子炉水位維持

「失敗」
炉心露出

ＡＬ２９

主な炉心注水関係設備

収束 収束

①②③ ⑥⑦

⑧⑨⑩⑪

⑫

全面緊急事態

・以下の検討を踏まえ、漏えい量及び崩壊熱によってはＳＡ設備及び特重設備をＥＡＬに追加することが可能

・ＳＡ設備の注水量は崩壊熱相当を超えているため、漏えい量が少なければ原子炉水位を回復することは可能

・[特重設備]の機能は冷温停止以降、自主管理とする方針。自主管理として維持されていれば原子炉水位を回復することは可能

検討結果

原子炉

冷温停止

給復水系による

原子炉水位維持

「失敗」

原子炉水位低下事象

「発生」

収束

ＥＣＣＳ系による

原子炉水位維持

「失敗」

④⑤
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備
の追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策設備を含む）で
関連する対応手順

EAL判断基準
への特重設備
の追加可否

イベントツ
リーの要

否

０１ － － SE01
敷地境界付近の放射線量の上
昇

GE01
敷地境界付近の放射線量の
上昇

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０２ － － SE02
通常放出経路での気体放射性
物質の放出

GE02
通常放出経路での気体放射
性物質の放出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０３ － － SE03
通常放出経路での液体放射性
物質の放出

GE03
通常放出経路での液体放射
性物質の放出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０４ － － SE04
火災爆発等による管理区域外
での放射線の放出

GE04
火災爆発等による管理区域
外での放射線の異常放出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０５ － － SE05
火災爆発等による管理区域外
での放射性物質の放出

GE05
火災爆発等による管理区域
外での放射性物質の異常放
出

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段）

SE(×)
GE(×)

×

０６ － － SE06
施設内（原子炉外）臨界事故
のおそれ

GE06
施設内（原子炉外）での臨界
事故

パラメータ
ベース なし － なし － なし －

特重施設では事象発生防止や緩和が期待で
きないため，考慮しない。 ×

・原子炉手動スクラム AL●
GE●（×）

・制御棒挿入（選択制御棒挿入機
構）
・制御棒挿入（スクラム個別スイッチ）
・制御棒挿入（スクラム・パイロット弁
継電器用ヒューズ引抜き）
・制御棒挿入（手動操作）
・制御棒挿入（スクラム・パイロット弁
計器用空気系の排気）

AL×
GE●（×）

・再循環系ポンプ停止による原子炉
出力抑制
・自動減圧系の起動阻止スイッチに
よる原子炉出力急上昇防止
・ほう酸水注入

AL×
GE●（×）

・原子炉圧力容器内の水位低下操
作による原子炉出力抑制 AL×

GE×（×）

・高圧代替注水系の中央制御室から
の操作による発電用原子炉の冷却
・高圧代替注水系の現場操作による
発電用原子炉の冷却
・減圧の自動化（過渡時自動減圧機
能）
・手動操作による減圧（逃がし安全
弁）
・非常用逃がし安全弁駆動系による
減圧

AL×
SE●
GE●

・低圧代替注水系（常設）による発電
用原子炉の冷却
・低圧代替注水系（可搬型）による発
電用原子炉の冷却
・代替循環冷却系による発電用原子
炉の冷却

AL×
SE×
GE×

・高圧代替注水系の中央制御室から
の操作による発電用原子炉の冷却
・高圧代替注水系の現場操作による
発電用原子炉の冷却
・減圧の自動化（過渡時自動減圧機
能）
・手動操作による減圧（逃がし安全

AL×
SE●
GE●

・特重施設による代替炉心注水

AL×

SE×
GE○

・低圧代替注水系（常設）による発電
用原子炉の冷却

AL×
SE×
GE○

・低圧代替注水系（可搬型）による発
電用原子炉の冷却
・代替循環冷却系による発電用原子
炉の冷却

AL×
SE×
GE×

23 AL23 原子炉除熱機能の一部喪失 SE23 残留熱除去機能の喪失 GE2３
残留熱除去機能喪失後の圧
力制御機能喪失

パラメータ
(S/C水
温，PCV
圧力)&機
能ベース

・代替循環冷却系による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱
・代替格納容器スプレイ冷却系（常
設）による原子炉格納容器内の冷却
・代替格納容器スプレイ冷却系（可
搬型）による原子炉格納容器内の冷
却

AL×

SE×
GE×(×)

・ドライウェル内ガス冷却装置による
原子炉格納容器内の代替除熱
・消火系による原子炉格納容器内の
冷却
・補給水系による原子炉格納容器内
の冷却

AL×

SE×
GE×(×)

・特重施設による代替格納容器スプ
レイ
・特重施設による代替循環冷却 AL×

SE×
GE×(×)

特重施設等を使用してもパラメータベースで
GE23を回避できないため追加しない。

○：必要

・常設代替交流電源設備による給電 AL●
SE●
GE●

・可搬型代替交流電源設備による給
電

AL×
SE×
GE×

２５ AL25
非常用交流高圧母線喪失又は

喪失のおそれ

１１
止
め
る

AL11

AL21 原子炉冷却材の漏えい２１

22 AL22 原子炉給水機能の喪失

特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方

凡例
● ：機能ベースのＥＡＬにおいて、各設備を既に追加済み。
〇 ：機能べ―スのＥＡＬにおいて、各設備を追加可能。
× ：機能ベースのＥＡＬにおいて、各設備を追加不可。
（×）：パラメータベースのＥＡＬにおいて、各設備の動作状況がＥＡＬ判断を遅延又は防止できる。

赤字：2020年9月1日第７回緊急時活動レベルの見直し等への
対応に係る会合 参考1-1 高浜3,4との考え方の相違箇所
青字：2020年9月1日第７回緊急時活動レベルの見直し等への
対応に係る会合 参考1-1 高浜3,4と概ね同じ考え方の箇所

分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討

これらのEALは線量・濃度基準であるため、特
重施設等は考慮しない。
事故シナリオによっては，特重施設等の使用
により，当該EALの回避又は遅延させられる
可能性がある。

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出

－ － GE11
全ての原子炉停止操作の失

敗

パラメータ
(炉出力)&
機能ベー

ス

・代替制御棒挿入機能による制御棒
緊急挿入

AL●
GE●（×）

EAL毎の特重施設の反映検討（原電・東海第二）

ＥＡＬ
区分

警戒事象（AL)
原災法第１０条第１項に基づく特定事

象（ＳＥ）
原災法第１５条第１項に関する緊急

事態事象（ＧＥ）

AL○
SE○
GE○

特重施設（自主対策設備）の使用により原子
炉を停止させることができる。

原子炉停止機能の異常又は異
常のおそれ

特重施設による減圧と注水は，有効性評価で
想定している最も厳しいLOCA時に炉心損傷
を防止できる性能はないことから，EAL判断基
準に追加しない。

非常用交流高圧母線の３０分
間以上喪失

GE25
非常用交流高圧母線の１時
間以上喪失

機能
ベース

・ほう酸水注入系による進展抑制
・制御棒駆動水圧系による進展抑制
・手動操作による減圧（タービンバイ
パス弁）
・消火系による発電用原子炉の冷却
・補給水系による発電用原子炉の冷
却 AL×

SE×
GE×

・緊急時制御室からの操作による制
御棒挿入（自主対策設備）

AL×
GE○（×）

○：必要

冷
や
す

SE21
原子炉冷却材漏えい時におけ
る非常用炉心冷却装置による
一部注水不能

GE21
原子炉冷却材漏えい時にお
ける非常用炉心冷却装置に
よる注水不能

機能
ベース

・ほう酸水注入系による進展抑制
・制御棒駆動水圧系による進展抑制
・手動操作による減圧（タービンバイ
パス弁）
・消火系による発電用原子炉の冷却
・補給水系による発電用原子炉の冷
却

SE22 原子炉注水機能喪失のおそれ GE22 原子炉注水機能の喪失
機能

ベース

AL×
SE×
GE×

・特重施設による代替炉心注水
・特重施設による代替循環冷却

AL×

SE×
GE×

○：必要

・緊急時対策建屋ガスタービン発電
機による給電

・特重施設による代替循環冷却

AL×
SE×
GE×

特重施設の電源は設計上はプラント側の非常
用交流母線へ電源供給が可能だが，特重施
設の電源が機能する場合は特重施設を使用
することが実運用において可能性の高い手順
であり，これにより炉心損傷を回避できる。
よって，プラント側の非常用交流母線へ特重
施設の電源により給電することをEAL判断基
準に加えるよりも，特重施設の交流母線を非
常用交流母線の対象としてEAL判断基準に
加える方針の方がよい。

○：必要

・特重施設による代替炉心注水で原子炉水位
を回復できるため，EAL判断基準に追加可
能。
また，SA設備のうち，低圧代替注水系（常設）
については，EAL判断基準に追加可能。
一方で，特重施設による代替循環冷却は即
応性がなく，性能面でもECCSと同等でないこ
とから，EAL判断基準に含めない。

○：必要

AL×

SE×
GE×

・特重施設の電源による非常用高圧
母線への給電

SE25

参考2-1

1
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備
の追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策設備を含む）で
関連する対応手順

EAL判断基準
への特重設備
の追加可否

イベントツ
リーの要

否

特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討

ＥＡＬ
区分

警戒事象（AL)
原災法第１０条第１項に基づく特定事

象（ＳＥ）
原災法第１５条第１項に関する緊急

事態事象（ＧＥ）

・常設代替直流電源設備による給電
SE×
GE×

・可搬型代替直流電源設備による給
電 SE○

GE●

・蓄電池（3系統目）による給電
SE○
GE○

２８ － － － － GE28 炉心損傷の検出
パラメータ

ベース

(各炉心冷却手段）

GE(×)

(各炉心冷却手段）

GE(×)

なし

GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，特重施
設の故障で直接的にEALに影響するものでな
いが，炉心損傷に至る過程において，特重設
備による効果が影響するもの。

×

２９ AL29
停止中の原子炉冷却機能の一

部喪失
SE29

停止中の原子炉冷却機能の喪
失

GE29
停止中の原子炉冷却機能の

完全喪失

パラメータ
(水位)&機
能ベース

・低圧代替注水系（常設）による発電
用原子炉の冷却
・低圧代替注水系（可搬型）による発
電用原子炉の冷却
・代替循環冷却系による発電用原子
炉の冷却

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

・消火系による発電用原子炉の冷却
・補給水系による発電用原子炉の冷
却 AL(×)

SE×(×)
GE×(×)

・特重施設による代替炉心注水
・特重施設による代替循環冷却

AL(×)
SE×(×)
GE×(×)

・低圧ECCSが作動する水位まで低下した場
合にECCS等が動作しなかったケースを想定
しており，特重施設等を使用しても，炉心露出
を回避できるとは言えない。

○：必要

３０ AL30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能
喪失のおそれ（新基準炉）

SE30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失（新基準炉）

GE30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失・放射線放出（新基準
炉）

パラメータ
ベース

・常設低圧代替注水系ポンプによる
使用済燃料プールへの注水
・可搬型代替注水中型ポンプ又は可
搬型代替注水大型ポンプによる使
用済燃料プールへの注水
・常設低圧代替注水系ポンプによる
使用済燃料プールへのスプレイ
・可搬型代替注水中型ポンプ又は可
搬型代替注水大型ポンプによる使
用済燃料プールへのスプレイ

AL(×)
SE(×)
GE(×)

・消火系による使用済燃料プールへ
の注水

AL(×)
SE(×)
GE(×)

・緊急時制御室からの操作による使
用済燃料プールへのスプレイ（自主
対策設備）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，SA設
備，自主対策設備による効果が影響するも
の。

×

３１ ＡＬ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能
喪失のおそれ（旧基準炉）

SE３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失（旧基準炉）

ＧＥ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失・放射線放出（旧基準
炉）

パラメータ
ベース

なし

－

・消火系による使用済燃料プールへ
の注水

AL(×)
SE(×)
GE(×)

なし

―
旧基準炉のため，本EALを適用しない。

×

４１ － － SE41 格納容器健全性喪失のおそれ GE41 格納容器圧力の異常上昇
パラメータ

ベース

・代替循環冷却系による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱
・代替格納容器スプレイ冷却系（常
設）による原子炉格納容器内の冷却
・代替格納容器スプレイ冷却系（可
搬型）による原子炉格納容器内の冷
却

SE(×)
GE(×)

・ドライウェル内ガス冷却装置による
原子炉格納容器内の代替除熱
・消火系による原子炉格納容器内の
冷却
・補給水系による原子炉格納容器内
の冷却

SE(×)
GE(×)

・特重施設による代替格納容器スプ
レイ
・特重施設による代替循環冷却 SE(×)

GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，SA設
備，自主対策設備，特重施設による効果が影
響するもの。 ○：必要

４２ AL42
単一障壁の喪失または喪失の
可能性

SE42
２つの障壁の喪失または喪失
の可能性

GE42
２つの障壁喪失および１つの
障壁の喪失または喪失の可
能性

パラメータ
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段）

AL(×)
SE(×)
GE(×)

このEALは，パラメータベースであり，SA設
備，自主対策設備，特重施設による効果が影
響するもの。 ×

４３ － － SE43
原子炉格納容器圧力逃し装置
の使用

－ －
パラメータ

ベース

・格納容器圧力逃がし装置による原
子炉格納容器内の減圧及び除熱
・耐圧強化ベント系による原子炉格
納容器内の減圧及び除熱 －

なし

－

・特重施設による原子炉格納容器内
の減圧及び除熱

－

特重施設による原子炉格納容器内の減圧及
び除熱も本EALの条件に該当する。ただし，
ベント機能の維持ではなく「ベント実施」が判
断基準であるため，EAL判断基準への反映不
要。

×

５１ AL51
原子炉制御室他の機能喪失の
おそれ

SE51
原子炉制御室他の一部の機能
喪失・警報喪失

GE51
原子炉制御室他の機能喪
失・警報喪失

機能
ベース

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段が放射線量上昇の抑
制に寄与）

AL×

SE×
GE×

(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段が放射線量上昇の抑
制に寄与）

AL×

SE×
GE×

・緊急時制御室
(各炉心冷却手段，PCV冷却手段，
SFP冷却手段が放射線量上昇の抑
制に寄与）

AL×

SE×
GE○

特重施設の緊急時制御室は，原子炉の制御・
運転ができないためAL51及びSE51に追加で
きないが，原子炉の停止及び冷温停止が可
能であるため，GE51の判断基準に追加でき
る。

×

５２ AL52
所内外通信連絡機能の一部喪
失

SE52
所内外通信連絡機能の全て喪
失

－ －
機能

ベース

○発電所内の通信連絡
・衛星電話設備（固定型）
・衛星電話設備（携帯型）
・無線連絡設備（携帯型）
・携行型有線通話装置
・安全パラメータ表示システム
（SPDS）

○発電所外（社内外）の通信連絡
・衛星電話設備（常設）
・衛星電話設備（可搬型）
・統合原子力防災ネットワークに接
続する通信連絡設備
・データ伝送設備

AL●
SE●

○発電所内の通信連絡
・送受話器（ページング）
・電力保安通信用電話設備
・無線連絡設備（固定型）

○発電所外（社内外）の通信連絡
・電力保安通信用電話設備
・加入電話設備
・テレビ会議システム
・専用電話設備

AL●
SE●

・緊急時制御室で使用する通信連
絡設備

AL〇
SE〇

特重施設の通信連絡設備は所内外に連絡が
取れることから，EAL判断に追加できる。

×

５３ AL53
重要区域での火災・溢水による
安全機能の一部喪失のおそれ

SE53
火災・溢水による安全機能の
一部喪失

－ －
機能

ベース

(各原子炉停止手段，炉心冷却手
段，PCV冷却手段，電源供給手段，
中央制御室）

AL〇
SE〇

なし

－

(各原子炉停止手段，炉心冷却手
段，電源供給手段，緊急時制御室）

AL〇
SE〇

本EALは，重要区域内の安全機器等が火災・
溢水により安全機能を喪失し，当該安全機能
が残り１系統となった場合AL，残り0系統と
なった場合SEに該当することを定めている。
安全機器等は，安全上重要な構築物，系統
又は機器を原子力事業者防災業務計画に定
めているが，特重施設等により炉心損傷を回
避可能としてEALに考慮する設備としたものに
ついては安全機器等に位置付ける。

×

－

閉
じ
込
め
る

そ
の
他
脅
威

なし

SE×
GE×

ＳＡ設備の蓄電池（３系統目）及び可搬型直
流電源設備については、ＤＢの非常用直流母
線への電源供給が可能なことから、EAL判断
基準に追加可能。
なお，ＳＡ及び特重の直流母線については，
DB設備の非常用直流母線が有する機能を全
て満たすことはできず，非常用直流母線の対
象としていないため，それらの母線への供給
電源はEAL判断基準に追加しない。

○：必要

なし

SE27 直流電源の部分喪失 GE27
全直流電源の５分間以上喪
失

機能
ベース

２７ － －

2
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EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
SA設備

で関連する対応手順

EAL判断基準
へのSA設備
の追加可否

自主対策設備
で関連する対応手順

EAL判断基準へ
の自主対策設備

の追加可否

特重施設（自主対策設備を含む）で
関連する対応手順

EAL判断基準
への特重設備
の追加可否

イベントツ
リーの要

否

特重施設のＥＡＬ反映検討

検討における考え方分類

SA設備のEAL検討 自主対策設備のEAL検討

ＥＡＬ
区分

警戒事象（AL)
原災法第１０条第１項に基づく特定事

象（ＳＥ）
原災法第１５条第１項に関する緊急

事態事象（ＧＥ）

５５ － － SE55
防護措置の準備および一部実
施が必要な事象発生

GE55
住民の避難を開始する必要
がある事象発生

その他

なし

－

なし

－

なし

－

このEALは，その他必要な防護措置を要求す
る基準であり，特重施設の故障で直接的に
EALに影響するものでないが，本判断に至る
過程において，特重施設による効果が影響す
るもの。

×

－ －
（所在市町村において震度６弱
以上の地震が発生した場合）

－ － － － その他
なし

－
なし

－
なし

－ 外部事象のため，対象外 ×

－ －
（所在市町村において大津波警
報が発表された場合）

－ － － － その他
なし

－
なし

－
なし

－ 外部事象のため，対象外 ×

－ －
（新規制基準で定める設計基準
を超える外部事象（竜巻、洪水、
台風、火山等）が発生した場合）

－ － － － その他

なし

－

なし

－

なし

－
外部事象のため，対象外

×

－ －
（原子力規制庁より警戒本部設
置の連絡を受けた場合）

－ － － － その他
なし

－
なし

－
なし

－ 具体的な判断基準がないため，対象外 ×

－ － ＸSE61
事業所外運搬での放射線量率
の上昇

ＸＧE61
事業所外運搬での放射線量
率の異常上昇

パラメータ
ベース

なし
－

なし
－

なし
－ 事業所外運搬のため，対象外 ×

－ － ＸSE62
事業所外運搬での放射性物質
漏えい

ＸＧE62
事業所外運搬での放射性物
質の異常漏えい

パラメータ
ベース

なし
－

なし
－

なし
－ 事業所外運搬のため，対象外 ×

：網掛けした項目は、電離放射線障害防止規則第７条の２第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象（緊急時被ばく250mSvが適用される事象）を示す。

そ
の
他

事
業
所
外

運
搬

3
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参考2-2

日本原子力発電・東海第二　特重施設等を考慮したEALの検討

EAL11　原子炉停止機能喪失

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
DB -

-
-

特重自主 -

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

注水失敗（確認不可）

設備 ＡＬ判断条件 ＧＥ判断条件
自動スクラム CR挿入不可（確認不可）

CR挿入不可（確認不可）
SA

ARI CR挿入不可（確認不可）
ＳＬＣ （RPT作動含む） -

[制御棒挿入（特重）機能] - CR挿入不可（確認不可）

自主

手動スクラム

-

CR挿入不可（確認不可）

CR挿入不可（確認不可）

制御棒挿入（スクラム個別スイッチ）

-

制御棒挿入（スクラム・パイロット弁
継電器用ヒューズ引抜き）
制御棒挿入（手動操作）
制御棒挿入（スクラム・パイロット弁
計器用空気系の排気）

警戒事態 全面緊急事態

スクラム

信号発生

収束 収束

原子炉停止操作

失敗

ＧＥ１１

EOP「RC/Q」に

従って対応

原子炉停止操作

（特重自主）

失敗
炉心損傷

ＡＬ１１

スクラム失敗

警戒事態

ハーフスクラム
ＡＬ１１

原因特定不能

1時間継続

収束

スクラム成功

MCRからのCR挿入

失敗

収束

原子炉水位制御

失敗

AL11は判断に即応性が求められるため，緊急時制御室への指示に要する時間のタイムロスがあり，考慮することは難しいが，GE11については，EALに考慮することが

可能。

特重事象（航空機衝突，テロ）を想定しない場合は、災害対策本部からの指示により緊急時制御室にて操作は可能である。AL11の判断は即応性が求められるため，緊

急時制御室への指示から操作までの時間だけ判断が遅れることとなるが，GE11の判断には十分に時間的余裕があるため，緊急時制御室からの原子炉停止操作（特重

自主）を含めることができる。

検討結果
「パラメータ」として検討した場合
緊急時制御室からの原子炉停止操作が成功し

た場合は、定格出力0.1％未満になるためGE11の
判断条件は成立しないことから，機能ベースと
して追加しなかったとしても結果的にパラメー
タベースでEALに該当しないこととなる。
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ＥＡＬ２１（原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
1
1
1
3

高圧注水 1
2（2）

3
5

循環冷却 2

低圧注水 [－]

循環冷却 [－]

2
2
2
1

（●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●
② ●
③ ●
④ ●

⑤ ●
⑥ ×
⑦ ×

×
×

⑨ ×
⑩ ×
⑪ ×
⑫ ×

⑬ ×
⑭ ×

設備 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

ＲＨＲ -

低圧注水

EAL反映検討

- -
- -

代替循環冷却

- -

RHR

-
D/D　FP - - -

高圧注水
HPCS 1台

DB ECCS

ＨＰＣS -

非常用炉心冷却装置等のうち高圧または低圧で注
水するもののいずれかによる注水が直ちにできない

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちに
できない

ＲＣＩＣ -
ＬＰＣＳ -

特重
[注水（特重）ポンプ] -

- - -

ＳＡ

ＨＰＡＣ -

低圧注水
低圧代替 -
大型ポンプ（可搬型）

- -

[注水（特重）ポンプ] - - -

-
中型ポンプ（可搬型） -

低圧注水
ＣＳＴ - -

【DB設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間
台数 容量 揚程

自主
高圧注水

ＳＬＣ - -

【凡例】　機能ベース

-
ＣＲＤ - - -

揚程

SE21（高圧注水系の１つ）、GE２１（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）
RCIC 1台 142m3/h 869m～186m 速やかに（中操操作） SE21（高圧注水系の１つ）、GE２１
LPCS 1台 1,440m3/h 205ｍ 速やかに（中操操作） SE21（低圧注水系の１つ）、GE２１（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）

3台 1,690m3/h 85ｍ

1,440m3/h 257ｍ 速やかに（中操操作）

SE21,GE21（RCICと同等の機能）
低圧代替 2台 200m3/h/台 200ｍ 速やかに（中操操作） なし（大LOCA時において、炉心損傷を防止できない）

SE21（低圧注水系の１つ）、GE２１（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）

【SA設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間 EAL反映検討
台数 容量

高圧代替注水 HPAC 1台 136.7m3/h 900ｍ

速やかに（中操操作）

速やかに（中操操作）

【自主対策設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

210m3/h/台 100m 約140分5台
⑧

約90分 なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

低圧代替注水（可搬）
大型ポンプ（可搬型） 3台 1,320m3/h/台 140m 約140分 なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）
中型ポンプ（可搬型） なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

代替循環冷却 2台 250m3/h/台 120ｍ
低圧代替注水（常設）

なし（大LOCA時において、炉心損傷を防止できない）

【特重設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）
ＣＲＤ 2台 速やかに（中操操作） なし（性能面でECCS，RCICと同等でない）

ほう酸水注入系 ＳＬＣ 2台 9.78m3/h 870m 約60分
制御棒駆動水圧系

EAL反映検討
台数 容量 揚程

台数 容量 揚程

2台 145.4m3/h 85.4m 約110分

代替循環冷却 [循環冷却（特重）のためのポンプ] [－] [－] [－]

なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）
消火系 D/D　FP 1台 261m3/h 90m 約56分 なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

補給水系 ＣＳＴ

代替炉心注水 [炉心注水（特重）のためのポンプ] [－] [－] [－] [即応性なし]
[即応性なし] なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

EAL反映検討

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

保安規定を超える漏えい

又は

ＥＣＣＳ作動設定値に達した場合

収束

低圧注水機能

（ＳＡ、自主、特重）

喪失炉心損傷

（大ＬＯＣＡ）

ＡＬ２１

収束

循環冷却

（ＳＡ，特重自主）

機能喪失

格納容器

破損回避

格納容器ベント

（ＳＡ,特重）

機能喪失

格納容器

最高使用圧力

２倍(２Ｐｄ)
大量放出

高圧注水機能

（ＤＢ、ＳＡ）

喪失

ＡＬ２３

ＳＥ２３

ＧＥ２３

ＳＥ２１

①②

⑤
逃がし安全弁

「開」成功

原子炉減圧失

ＧＥ２１

収束

低圧注水機能

（ＤＢ）

喪失

ＧＥ２１ ＧＥ２８

低圧注水機能

（ＤＢ）

収束

ＳＥ２１

③④

残留熱除去機能

（ＤＢ）

収束

・以下の検討を踏まえ、ＬＯＣＡ時の炉心冷却機能として、ＥＡＬに追加する特重設備は無い

・[特重設備]による炉心注水は、大ＬＯＣＡ時において、炉心損傷を防止する性能はない

・漏えい量によっては、炉心損傷を回避することができる（可能性がある）

・発災時のＬＯＣＡの規模に応じたＥＡＬ判断は現場の混乱に繋がることから、最も厳しい大ＬＯＣＡシーケンスでＥＡＬ判断基準への追加を検討する

検討結果

約１０分後 １．６時間後

③④ ⑥⑦⑧

⑨⑩⑪⑫

⑬⑭

ＬＯＣＡ発生

主な炉心注水関係設備
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ＥＡＬ２２（原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
2
2
1
1
1
3

高圧注水 1

2（2）
2
3
5

低圧注水 [－]
循環冷却 [－]

2
2
2
1

（●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●
② ●
③ ●
④ ●
⑤ ●
⑥ ●

⑦ ●
⑧ ○
⑨ ×

×
×

⑪ ×
⑫ ×
⑬ ×
⑭ ×

⑮ ○
⑯ ×

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

ＧＥ判断条件

-

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない

-
-
-

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない
-
-

全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできない

なし（性能面でECCSと同等でない）
なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）
なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

EAL反映検討

SE22,GE22（「効果の評価」において炉心損傷防止が可能であることを示している）
なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）
なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）
なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

なし（即応性がなく、性能面でもECCS，RCICと同等でない）

SE22,GE22（TQUVシナリオにおいて炉心損傷防止が可能であることを示している）
SE22,GE22（RCICと同等の機能）

EAL反映検討

EAL反映検討

EAL反映検討

AL22（給水機能の1つ）
AL22（給水機能の1つ）
SE22（高圧注水系の１つ）、GE22（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）
SE22（高圧注水系の１つ）、GE22
SE22（低圧注水系の１つ）、GE22（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）
SE22（低圧注水系の１つ）、GE22（全ての非常用炉心冷却装置の１つ）

設備名
主な仕様

準備時間

常時運転

210m3/h/台 100m 約140分
低圧代替注水（可搬）

大型ポンプ（可搬型） 3台 1,320m3/h/台
⑩

原子炉給水ポンプ
Ｔ／Ｄ　ＲＦＰ 2台

系統名

約90分

台数 容量 揚程

RCIC 1台

自主
高圧注水

ＳＬＣ - -

低圧注水
ＣＳＴ - -
D/D　FP - -

ＣＲＤ - -

【DB設備】

設備 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件

ＲＣＩＣ -
ＬＰＣＳ

原子炉給
水ポンプ

-

Ｍ／Ｄ　ＲＦＰ

ECCS

ＨＰＣS - 非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で
注水するものによる注水が直ちにできないこと

-
ＲＨＲ

-

- -

低圧代替

DB

Ｔ／Ｄ　ＲＦＰ 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能
が喪失すること

ＨＰＡＣ -
非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で
注水するものによる注水が直ちにできないこと

主な仕様
準備時間

【自主対策設備】

【SA設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

高圧注水

低圧注水
LPCS 1台 1,440m3/h 205ｍ

特重
[（特重）ポンプ]

ＳＡ
低圧注水

[（特重）ポンプ] - -

大型ポンプ（可搬型） - -
中型ポンプ（可搬型） - -

- -

- -
代替循環冷却 - -

-
-

-

台数 容量 揚程

速やかに（中操操作）
RHR 3台 1,690m3/h 85ｍ 速やかに（中操操作）

142m3/h 869m～186m 速やかに（中操操作）

Ｍ／Ｄ　ＲＦＰ 2台 自動
HPCS 1台 1,440m3/h 257ｍ 速やかに（中操操作）

低圧代替注水（常設） 低圧代替 2台 200m3/h/台 200ｍ 速やかに（中操操作）
高圧代替注水 HPAC 1台 136.7m3/h 900ｍ 速やかに（中操操作）

120ｍ

台数

【特重設備】

系統名

中型ポンプ（可搬型） 5台

設備名

約60分
制御棒駆動水圧系 ＣＲＤ 2台 速やかに（中操操作）

容量 揚程

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

ほう酸水注入系 ＳＬＣ 2台 9.78m3/h 870m

2台 145.4m3/h 85.4m 約110分

台数 容量 揚程

約56分
補給水系 ＣＳＴ

【凡例】　機能ベース

[即応性あり]
[即応性なし]代替循環冷却 [循環冷却（特重）のためのポンプ] [－] [－] [－]

消火系 D/D　FP 1台 261m3/h 90m

代替炉心注水 [炉心注水（特重）のためのポンプ] [－] [－] [－]

140m 約140分
代替循環冷却循環冷却 2台 250m3/h/台

警戒事態 施設敷地緊急事態

全給水流量

喪失

高圧注水機能

（ＤＢ、ＳＡ）

喪失

収束

逃がし安全弁

「開」成功

原子炉減圧失敗

ＳＥ２２

ＧＥ２２

収束

低圧注水機能

（ＤＢ）

喪失

ＧＥ２２

収束

低圧注水機能

（ＳＡ，特重）

喪失 炉心損傷

ＡＬ２２

低圧注水機能

（ＳＡ、自主，特重）

喪失
ＲＰＶ破損

収束

循環冷却

（ＳＡ，特重）

機能喪失

格納容器

破損回避

格納容器ベント

（ＳＡ,特重）

機能喪失

格納容器

最高使用圧力

２倍(２Ｐｄ)
大量放出

①②
③④

⑦

⑤⑥
⑧

⑮

全面緊急事態

⑨⑩

⑪⑫⑬⑭

⑯

・以下の検討を踏まえ、給水機能喪失時の炉心冷却機能としてＳＡ設備及び特重設備をＥＡＬに追加することが可能

・低圧代替注水（常設）により炉心損傷防止が可能であることを、有効性評価において示している

・[特重設備]による炉心注水により炉心損傷防止が可能であることを、効果の評価において示している

検討結果

約１時間後 約５．４時間後 約１５．９時間

主な炉心注水関係設備

47

枠囲みの範囲は，機密に係る事項ですので公開することはできません


四角形


四角形


四角形


四角形


四角形


四角形



ＥＡＬ２３（原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数

DB ＥＣＣＳ 2

2（2）
3
5

循環冷却 2
スプレイ [－]
循環冷却 [－]

2
1

気体冷却 5

（●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●

② ×（×）
×（×）
×（×）

④ ×（×）

⑤ ×（×）
⑥ ×（×）
⑦ ×（×）

⑧ ×（×）

⑨ ×（×）

設備 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

ＲＨＲ
当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失
すること

残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を
直ちに除去できないこと

残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱
を直ちに除去できないときに，原子炉格納容器の圧力
抑制機能が喪失すること

-
-

[（特重）ポンプ] -

代替循環冷却 -

ドライウェル冷却系 ＤＷＣ 5台 -

揚程

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬）
大型ポンプ（可搬型） 3台 1,320m3/h/台

代替循環冷却系

- -
中型ポンプ（可搬型） -

低圧代替 2台 200m3/h/台 200ｍ 速やかに（中操操作）

特重
-

-
[（特重）ポンプ] - -

ＳＡ
スプレイ

低圧代替 - -
大型ポンプ（可搬型）

自主
スプレイ

ＣＳＴ - -
D/D　ＦＰ - -
ＤＷＣ -

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

揚程

③

速やかに（中操操作）

中型ポンプ（可搬型）

EAL反映検討

残留熱除去系 RHR ２台 1,690m3/h 85ｍ ＡＬ２３、ＳＥ２３（残留熱除去系）

【SA設備】

系統名 設備名
容量

210m3/h/台 100m 約140分

【DB設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間
台数 容量 揚程

補給水系スプレイ ＣＳＴ 2台 145.4m3/h 85.4m 約111分
消火系スプレイ D/D　FP 1台 261m3/h 90m 約58分

代替格納容器スプレイ [格納容器スプレイ（特重）のためのポンプ] [－] [－] [－] [即応性あり]

 代替循環冷却 [循環冷却（特重）のためのポンプ] [－] [－] [－] [即応性なし]

【特重設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間
台数 容量 揚程

代替循環冷却 2台 250m3/h/台 120ｍ 約90分

【自主対策設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間
台数 容量

【凡例】 機能ベース

なし（圧力抑制機能喪失を回避することができなくRHRと同等でない）
サプレッション・プール水温度で判断されるため，設備の運転結果がGE２３
のEAL判断に影響する

なし（圧力抑制機能喪失を回避することができなくRHRと同等でない）
サプレッション・プール水温度で判断されるため，設備の運転結果がGE２３
のEAL判断に影響する

なし（圧力抑制機能喪失を回避することができなくRHRと同等でない）
サプレッション・プール水温度で判断されるため，設備の運転結果がGE２３
のEAL判断に影響する

-

-

- 約10分

EAL反映検討

-

-
-
-
-
-
-

140m 約140分

主な仕様
準備時間 EAL反映検討

台数

EAL反映検討

5台

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

主復水器

機能喪失

ＲＨＲ全系統

喪失

収束

ＳＥ２３

格納容器圧力抑制機能

喪失

ＧＥ２３

［Ｓ／Ｐ水温上昇］

除熱機能

（ＳＡ、自主、特重）

喪失

炉心損傷前

格納容器ベント

ＡＬ２３

ＲＨＲ１系統

喪失

収束

① ① ②～⑨

・以下の検討を踏まえ、残留熱除去機能として、ＥＡＬに追加する特重設備は無い

・[特重設備]による代替格納容器スプレイは、Ｓ/Ｐ水平均水温１００℃を下回ることはできない

・[特重設備]による循環冷却は、Ｓ/Ｐ水平均水温１００℃を下回ることはできない

・外部水源による格納容器スプレイは、Ｓ/Ｃ水位制限により継続することができないため格納容器最高使用圧力を下回ることはできない

検討結果

主な格納容器冷却関係設備
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ＥＡＬ２５（電源供給機能の異常（その１：交流電源喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可（条件付き）

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

区分 数
-

-

2
1

-

6

5
[－]

[－]

自主 2

【凡例】 機能ベース （●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ●
② ●
③ ●

④ ●
⑤ ×

⑥ ×

⑦ 〇

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

設備 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

ＤＢ

外部電源 起動変圧器，予備変圧器 外部電源喪失が３時間以上継続 - -

非常用交流母線 非常用交流高圧母線2C、2D 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止 非常用交流母線の30分間以上喪失 非常用交流母線の1時間以上喪失

Ｄ/Ｇ
非常用Ｄ/Ｇ（2C，2D） 非常用交流母線が一となった場合において供給する

電源が一となる状態が１５分間以上継続
- -

非常用Ｄ/Ｇ（HPCS） - -

SA

非常用交流母線 緊急用M/C 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止 非常用交流母線の30分間以上喪失 非常用交流母線の1時間以上喪失

代替電源

- -

- -

常設代替高圧電源装置
非常用交流母線が一となった場合において供給する
電源が一となる状態が１５分間以上継続

- -

低圧電源車 - - -
非常用交流母線の30分間以上喪失 非常用交流母線の1時間以上喪失

【DB設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

代替電源 [特重設備発電機]
非常用交流母線が一となった場合において供給する
電源が一となる状態が１５分間以上継続

代替電源 緊急時対策建屋ガスタービン発電機 -

特重
交流母線 「特重高圧母線」 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止

交流電源 非常用Ｄ/Ｇ（HPCS） 1台 3050ｋW 自動

EAL反映検討
台数 容量

交流電源 非常用Ｄ/Ｇ（2C，2D） 2台 5500ｋW 自動

【SA設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

外部電顕 起動変圧器，予備変圧器 － － 常時

EAL反映検討
台数 容量

代替電源
常設代替高圧電源装置 6台 1540ｋW/台 速やかに（中操操作）

低圧電源車 5台 500kVA/台 約180分 非常用交流高圧母線への給電ではないため、現状ＥＡＬに追加不可

【自主対策設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

【特重設備】

系統名 設備名
主な仕様

準備時間

EAL反映検討
台数 容量

代替電源 緊急時対策建屋ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 － － 約160分 非常用交流高圧母線への給電ではないため、現状ＥＡＬに追加不可

EAL反映検討
台数 容量

代替電源 [特重設備発電機] [－] [－] [即応性あり]
プラント側の非常用交流母線への電源供給を優先する操作とはならない
が，特重設備のみで炉心損傷を回避できることから、非常用交流母線の対
象に「特重高圧母線」を追加することが可能。

非常用交流電源

（外部電源、Ｄ／Ｇ、

常設代替電源）

供給

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

全非常用

交流母線

喪失

収束

ＳＥ２５ ＧＥ２５

収束

電源設備

（ＳＡ、自主）

による受電失敗
電源復旧失敗

ＡＬ２５

収束

全非常用交流母線喪失

３０分以上継続

全非常用交流母線喪失

１時間以上継続

特重設備からの非常用交流母線への電源供給について

ＳＢＯが発生し、ＲＣＩＣ（ＨＰＡＣ）による原子炉注水が不可の場合は、特重からの原

子炉注水を優先するため、１時間以内に非常用交流母線への電源供給を行うことは

考え難い。また、容量の関係で特重設備を使用しつつ非常用交流母線に供給できる

か不明。

ＲＣＩＣ（ＨＰＡＣ）による原子炉注水が成功した場合でも、特重設備により格納容器冷

却を行うことから、非常用交流母線回復を優先することは考え難い。

以上により、特重の交流母線を非常用交流母線に追加する方が現実的と考える。

なお，PWRの特重EALの変更との整合性の観点から，PWRと同じEALの見直しを行

うことは考えられる。

非常用交流電源

（外部電源、Ｄ／Ｇ、

常設代替電源）

供給

【特重施設】

・特定重大事故等対処施設の電源設備から非常交流圧母線への給電は可能な設計となっているが、

特重設備のみで炉心損傷を回避することができることから優先する操作とはならない

・全非常用交流母線喪失の条件に高圧母線（特重）を含める（高圧母線（特重）の電圧が確立してい

れば、当該プラントを全非常用交流母線喪失とみなさない）ことが可能

【ＳＡ設備】

・現状のＥＡＬにおいても、既にＥＡＬ判断条件として原子炉の冷却等に必要な電源を確保でき、即応

性を有するＳＡ設備を考慮した判断となっている（常設代替高圧電源装置）

【自主対策設備】

・即応性の観点から新たに追加する自主対策設備はない

検討結果

主な電源関係設備

外部電源喪失

③ ①②

①②③

④

(⑦)

①②③

④

(⑦)

⑤

⑥

えC

非常用交流高圧母線（2C） 非常用交流高圧母線（HPCS） 非常用交流高圧母線（2D）

常用交流高圧母線 常用交流高圧母線 常用交流高圧母線

緊急用交流高圧母線常用交流高圧母線 特重高圧母線

［特重施設の電源設備］

275kV送電線

発電機

主変圧器
起動変圧器2A 起動変圧器2B

予備変圧器

154kV送電線

非常用DG-2C 非常用DG-HPCS 非常用DG-2D 常設代替高圧電源装置
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ＥＡＬ２７（電源供給機能の異常（その１：直流電源喪失））

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否（ただし，ＳＡとして可）

区分 数
非常用

直流母線
-

３
２

直流母線 -
１

１

５

自主 － －
特重 － －

（●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

●
●

×

○●
○

【凡例】 ：EALへの反映可と評価した設備

設備 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

充電器、予備充電器
蓄電池（Ａ，B）

非常用直流母線が1系統となり、供給電源が1つと
なった状態が5分間以上継続

全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5
分間以上継続

直流125V主母線盤

EALに追加可能
SE27（EALに追加可能）、GE27（現状EALで追加済み）

現状EALで追加済み

約6000Ａｈ

ＤＢ

- -

-
-

非常用直流母線が1系統となり、供給電源が1つと
なった状態が5分間以上継続

直流電源

該当なし

蓄電池（3系統目）
直流電源

緊急用蓄電池

可搬型直流電源設備（電源車）

全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5
分間以上継続
全ての非常用直流母線が使用不能となった状態が5
分間以上継続

-

SA

緊急用直流125V主母線盤 -

約6000Ａｈ

－
約6000Ａｈ

該当なし

設備

蓄電池（３系統目）

- -

可搬型直流電源設備 -

ＥＡＬ反映検討

（非常用直流母線の対象に「緊急用直流125V主母線盤」を追加する場合、
ＥＡＬに追加可能）

現状EALで追加済み

【凡例】　機能ベース

充電器、予備充電器
蓄電池（Ａ，B）

緊急用蓄電池

設備容量

50



ＥＡＬ２９（停止中の原子炉冷却機能の喪失）

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否

■特重施設等を考慮した整理のイメージ

約２時間以降
（有効性評価より）

区分 数

2

3
3
1
1
3

2（2）
2
3
5

[－]
[－]
2
2

2

1

（●：現状のＥＡＬで追加済み、○：追加可能、×：追加不可）
パラメータベース (（×）：設備の動作状況によりＥＡＬ判断を遅延又は防止）

① ×
② ×
③ ×
④ ●
⑤ ●
⑥ ●

⑦ ×（×）
⑧ ×（×）

×（×）
×（×）

⑩ ×（×）
⑪ ×（×）
⑫ ×（×）
⑬ ×（×）

⑭ ×（×）
⑮ ×（×）

【DB設備】

設備名
主な仕様

EAL反映検討

原子炉給水ポンプ

ＳＡ

DB
復水ポンプ

原子炉給水ポンプ

高圧注水

低圧注水

低圧注水

自主

特重

ＳＬＣ
[（特重）ポンプ]

ＣＲＤ - -

中型ポンプ（可搬型）
[（特重）ポンプ]

【SA設備】

⑨ 低圧代替注水（可搬）
大型ポンプ（可搬型）

低圧代替注水（常設）
代替循環冷却 2台 250m3/h/台 120ｍ

系統名 設備名
主な仕様

台数

3台

ＣＳＴ

D/D　FP
低圧注水

-

-

-

復水ポンプ
HPCP 3台

準備時間系統名
台数 容量 揚程

Ｍ／Ｄ　ＲＦＰ

-

LPCP 3台

-

-

－ AL29発生前に機能喪失している設備であるため
－ AL29発生前に機能喪失している設備であるため

－ AL29発生前に機能喪失している設備であるため

【凡例】 機能ベース

1,690m3/h
205ｍ 速やかに（中操操作）

高圧注水 HPCS 1台 1,440m3/h

制御棒駆動水圧系
約60分

ＣＲＤ 2台
870m

容量 揚程

系統名 設備名
主な仕様

低圧注水
RHR

257ｍ 速やかに（中操操作）

準備時間

代替炉心注水 [炉心注水（特重）のためのポンプ] [－]

中型ポンプ（可搬型） 5台 210m3/h/台

【特重設備】

系統名 設備名
主な仕様

台数 容量 揚程

【自主対策設備】

台数 容量

SE29（非常用炉心冷却装置の１つ）、GE29（非常用炉心冷却装置の１つ）

2台

SE29（非常用炉心冷却装置の１つ）、GE29（非常用炉心冷却装置の１つ）
85ｍ 速やかに（中操操作） SE29（非常用炉心冷却装置の１つ）、GE29（非常用炉心冷却装置の１つ）

代替循環冷却 [循環冷却（特重）のためのポンプ] [－] [－]

3台
LPCS 1台 1,440m3/h

補給水系 ＣＳＴ 2台 145.4m3/h
消火系

ほう酸水注入系 ＳＬＣ 2台

約90分
低圧代替 2台 200m3/h/台 200ｍ 速やかに（中操操作）

[－] [即応性なし]
[－] [即応性あり]

準備時間
揚程

1,320m3/h/台 140m 約140分
100m 約140分

9.78m3/h

D/D　FP

EAL反映検討

約56分
85.4m 約110分
90m

原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない

準備時間

[－]

速やかに（中操操作）
原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない

-
-
- -

-

-
-

-
- -

EAL反映検討

原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない

1台 261m3/h

EAL反映検討

設備

ＲＨＲ
低圧代替
代替循環冷却
大型ポンプ（可搬型）

ＡＬ判断条件

-
-
-
-
-

LPCP
ＨＰＣS
LＰＣS

-

ECCS

Ｍ／Ｄ　ＲＦＰ

HPCP

-

-
-

ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件

-

-
-

-
-

-

原子炉水位が「L-1」まで低下した場合において、全
てのECCSによる注水ができないこと

-
-
-

-
-

-

-

原子炉水位が「L-1」まで低下した場合において、全
てのECCS等による注水ができないこと

-

警戒事態

原子炉水位が

「L-1.5」まで低下

原子炉水位が

「L-1」まで低下し

ECCS（等）による注水喪失

ＳＥ２９

ＧＥ２９

原子炉注水設備

（ＳＡ、自主、特重）

による原子炉水位維持

「失敗」
炉心露出

ＡＬ２９

収束 収束

①②③ ⑦⑧⑨

⑩⑪⑫⑬

⑭⑮

全面緊急事態

・以下の検討を踏まえ、停止中の原子炉冷却機能として、ＥＡＬに追加する特重設備は無い

・[特重設備]による停止中の炉心注水は、原子炉水位L-1到達から操作して炉心露出を回避できるとは言えない

・[特重設備]による注水量は崩壊熱相当を超えているため、原子炉水位を回復することは可能

検討結果

原子炉

冷温停止

給復水系による

原子炉水位維持

「失敗」

原子炉水位低下事象

「発生」

収束

ＥＣＣＳ系による

原子炉水位維持

「失敗」

④⑤⑥

主な炉心注水関係設備
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枠囲みの範囲は，機密に係る事項ですので公開することはできません
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